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一
　
問
題
意
識

　
本
稿
で
は
、「
脅
迫
の
罪
」
の
立
法
過
程
を
素
材
に
、
脅
迫
罪
及
び
強
要
罪
の
罪
質
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。
現
行
刑
法
の
「
脅
迫
の

罪
」
は
脅
迫
罪
（
二
二
二
条
）
と
強
要
罪
（
二
二
三
条
）
と
で
構
成
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
の
罪
質
・
保
護
法
益
に
つ
い
て
は
争

い
が
あ
る
。

　
脅
迫
罪
の
罪
質
に
つ
い
て
は
、
①
意
思
決
定
や
意
思
活
動
の
自
由
に
対
す
る
危
険
犯
と
す
る
見（
1
）解と

、
②
私
生
活
上
の
平
穏
や
法
的
安

全
感
に
対
す
る
危
険
犯
又
は
侵
害
犯
と
す
る
見（
2
）解と
が
あ
り
、
ま
た
、
③
意
思
決
定
や
意
思
活
動
の
自
由
と
私
生
活
上
の
平
穏
や
法
的
安

全
感
の
い
ず
れ
を
も
保
護
法
益
と
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い（
3
）る。
①
意
思
決
定
や
意
思
活
動
の
自
由
の
危
険
犯
と
す
る
見
解
に
対
し
て

は
、
強
要
罪
も
意
思
決
定
や
意
思
活
動
の
自
由
を
保
護
法
益
と
す
る
犯
罪
で
あ
り
、
同
罪
の
未
遂
に
対
す
る
脅
迫
罪
の
独
自
性
を
説
明
で

き
て
い
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
②
私
生
活
上
の
平
穏
や
法
的
安
全
感
を
挙
げ
る
見
解
に
対
し
て
は
、
平
穏
や
安
全
感
は
警
告

す
る
場
合
や
吉
凶
禍
福
を
告
げ
る
場
合
に
も
害
さ
れ
る
た
め
、
害
悪
を
加
え
る
旨
（
以
下
「
加
害
」
と
呼
ぶ
）
の
告
知
を
成
立
要
件
と
す
る

こ
と
を
説
明
で
き
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い（
4
）る。
警
告
す
る
場
合
や
吉
凶
禍
福
を
告
げ
る
場
合
に
は
、
畏
怖
に
よ
っ
て
意
思
決
定
も
害
さ
れ

う
る
か（
5
）ら、

こ
の
批
判
は
①
説
及
び
③
説
に
も
当
た
る
と
さ
れ
て
い（
6
）る。

　
さ
ら
に
、
近
時
で
は
、
加
害
を
告
知
す
る
者
（
以
下
「
告
知
者
」
と
呼
ぶ
）
と
告
知
さ
れ
る
相
手
方
（
以
下
「
告
知
の
相
手
方
」
と
呼
ぶ
）

と
の
関
係
性
を
、
意
思
決
定
の
自
由
や
安
全
感
の
内
容
に
組
み
込
む
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い（
7
）る。

　
ま
た
、
強
要
罪
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
も
、
学
説
の
多
く
は
、
意
思
決
定
及
び
意
思
活
動
の
自
由
だ
と
し
て
い
る
も
の（
8
）の、
こ
れ
に
対

し
て
は
、
意
思
決
定
の
自
由
は
意
思
活
動
の
前
提
と
し
て
保
護
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
意
思
活
動
の
自
由
の
み
を
保
護
法
益

と
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い（
9
）る。

さ
ら
に
、
強
要
罪
の
手
段
と
し
て
の
脅
迫
が
、「
生
命
、
身
体
、
自
由
、
名
誉
若
し
く
は
財
産
に
対
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し
害
を
加
え
る
旨
を
告
知
」
し
た
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
脅
迫
を
手
段
と
す
る
他
の
犯
罪
と
異
な
り
強
制
さ
れ
る
活
動
の
種

類
に
限
定
が
な
い
こ
と
を
挙
げ
、
強
要
罪
は
意
思
決
定
の
結
果
よ
り
も
過
程
に
注
目
し
た
犯
罪
類
型
で
あ
っ
て
、
意
思
決
定
の
自
由
を
保

護
法
益
と
す
る
見
）
10
（
解
も
あ
る
。

　
以
上
の
「
脅
迫
の
罪
」
の
保
護
法
益
・
罪
質
を
め
ぐ
る
学
説
の
対
立
は
、
犯
罪
の
成
立
範
囲
に
か
か
わ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
法
人
に
対
す
る
脅
迫
罪
が
成
立
し
う
る
か
と
い
う
議
論
が
あ
る
が
、
意
思
決
定
及
び
意
思
活
動
の
自
由
を
重
視
す
る
見
解
か
ら
は
、

法
人
も
意
思
決
定
及
び
意
思
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
法
人
も
「
人
」
に
当
た
る
と
さ
）
11
（
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
、
安
全
感
を
重
視

す
る
見
解
か
ら
は
、「
人
」
は
自
然
人
に
限
ら
れ
る
と
さ
れ
）
12
（

る
。
ま
た
、
強
要
罪
に
つ
い
て
も
、
絶
対
的
強
制
の
場
合
（
例
え
ば
、
無
理
や

り
手
を
摑
ん
で
謝
罪
文
を
書
か
せ
た
場
合
）
の
強
要
罪
の
成
否
に
つ
い
て
、
意
思
活
動
の
自
由
を
重
視
す
る
見
解
は
、
望
ま
な
い
活
動
が
行

わ
れ
て
い
る
た
め
、
同
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
傾
向
に
あ
）
13
（

り
、
他
方
で
、
意
思
決
定
の
自
由
を
重
視
す
る
見
解
は
、
意
思
に
対
す
る
圧
力

に
欠
け
る
た
め
、
同
罪
の
成
立
を
否
定
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
え
よ
）
14
（
う
。

　
そ
の
一
方
で
、
特
に
脅
迫
罪
の
保
護
法
益
・
罪
質
に
関
す
る
議
論
の
実
益
に
つ
い
て
は
、
疑
問
も
呈
さ
れ
て
い
る
。
安
全
感
・
平
穏
は

意
思
決
定
の
自
由
を
保
護
す
る
前
提
で
あ
り
、
両
者
は
排
他
的
関
係
に
な
い
と
さ
れ
て
お
）
15
（
り
、
法
人
に
対
す
る
脅
迫
罪
の
成
否
に
つ
い
て

も
、
保
護
法
益
論
か
ら
直
ち
に
前
記
の
帰
結
は
導
か
れ
な
い
と
も
い
わ
れ
て
い
）
16
（
る
。

　
脅
迫
罪
の
保
護
法
益
は
明
確
で
な
い
と
も
い
わ
れ
て
お
）
17
（

り
、
保
護
法
益
・
罪
質
が
不
明
確
で
あ
る
結
果
、
議
論
の
射
程
も
不
明
確
と

な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、「
脅
迫
の
罪
」
の
保
護
法
益
・
罪
質
の
検
討
は
重
要
な
意
義
を

有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
は
、「
脅
迫
の
罪
」
の
保
護
法
益
・
罪
質
の
検
討
を
実
り
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
、「
脅
迫
の
罪
」
の
立

法
過
程
に
お
け
る
議
論
か
ら
、「
脅
迫
の
罪
」
の
保
護
法
益
・
罪
質
の
検
討
に
関
す
る
示
唆
を
得
ら
れ
な
い
か
、
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
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二
　
旧
刑
法
に
お
け
る
「
脅
迫
の
罪
」

　
以
下
で
は
ま
ず
、
旧
刑
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
議
論
と
旧
刑
法
下
の
学
説
の
議
論
を
参
照
し
て
い
く
。
前
提
と
し
て
、
旧
刑
法
に
お

け
る
「
脅
迫
の
罪
」
の
諸
規
定
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
）
18
（
た
。

第
三
編
　
身
體
財
産
ニ
對
ス
ル
重
罪
輕
罪
　
第
一
章
　
身
體
ニ
對
ス
ル
罪
　
第
七
節
　
脅
迫
ノ
罪

第
三
二
六
條

一 

　
人
ヲ
殺
サ
ン
ト
脅
迫
シ
又
ハ
人
ノ
住
居
シ
タ
ル
家
屋
ニ
放
火
セ
ン
ト
脅
迫
シ
タ
ル
者
ハ
一
月
以
上
六
月
以
下
ノ
重
禁
錮
ニ
處
シ
二
圓
以
上
二
十
圓

以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

二 

　
毆
打
創
傷
其
他
暴
行
ヲ
加
ヘ
ン
ト
脅
迫
シ
又
ハ
財
産
ニ
放
火
シ
及
ヒ
毀
壊
劫
掠
セ
ン
ト
脅
迫
シ
タ
ル
者
ハ
十
一
日
以
上
二
月
以
下
ノ
重
禁
錮
ニ
處

シ
二
圓
以
上
十
圓
以
下
ノ
罰
金
ヲ
附
加
ス

第
三
二
七
條
　
兇
器
ヲ
持
シ
テ
前
條
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
各
一
等
ヲ
加
フ

第
三
二
八
條
　
親
屬
ニ
害
ヲ
加
フ
可
キ
事
ヲ
以
テ
脅
迫
シ
タ
ル
者
ハ
亦
前
二
條
ノ
例
ニ
同
シ

第
三
二
九
條
　
此
節
ニ
記
載
シ
タ
ル
罪
ハ
脅
迫
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
又
ハ
其
親
屬
ノ
告
訴
ヲ
待
テ
其
罪
ヲ
論
ス

　
三
二
六
条
で
は
脅
迫
罪
の
基
本
類
型
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
同
条
一
項
は
、
人
の
殺
害
又
は
人
が
居
住
す
る
家
屋
へ
の
放
火
を
告
知
し

た
場
合
に
つ
い
て
、
同
条
二
項
は
、
身
体
へ
の
加
害
又
は
財
産
へ
の
加
害
を
告
知
し
た
場
合
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
三
二
七
条
は
、

凶
器
を
持
し
た
脅
迫
（
以
下
「
持
凶
器
脅
迫
」
と
呼
ぶ
）
に
つ
い
て
一
等
を
加
重
す
る
と
い
う
、
前
条
の
加
重
事
由
を
定
め
て
い
る
。
三
二

八
条
は
、
前
二
条
に
つ
い
て
加
害
の
対
象
者
が
親
族
（
親
屬
）
で
あ
る
場
合
も
脅
迫
罪
が
成
立
す
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
三
二
九
条
は
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脅
迫
罪
が
親
告
罪
で
あ
る
旨
を
定
め
て
い
）
19
（
る
。
そ
し
て
、
旧
刑
法
に
は
強
要
罪
に
対
応
す
る
犯
罪
類
型
の
規
定
が
な
か
っ
た
。
以
下
で
は
、

日
本
刑
法
草
案
完
成
ま
で
の
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
日
本
人
委
員
と
の
間
で
の
議
論
、
及
び
、
そ
の
後
日
本
刑
法
草
案
に
付
さ
れ
た
修
正
を

確
認
し
た
）
20
（
い
。

㈠
　
旧
刑
法
起
草
時
の
議
論

　
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
日
本
人
委
員
と
の
や
り
取
り
が
記
録
さ
れ
た
日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
に
よ
る
）
21
（
と
、
当
時
、
律
系
刑
法
に
は
威
逼
死

（
人
を
脅
迫
し
て
死
に
至
ら
し
め
る
犯
罪
類
型
）
に
関
す
る
規
）
22
（

定
が
あ
っ
た
も
の
の
、
脅
迫
自
体
は
処
罰
対
象
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
説

明
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
恐
嚇
取
財
の
律
が
当
時
も
み
ら
れ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
財
産
犯
（
強
盗
の
部
類
）
に
お
い
て
記
載
す
る

こ
と
と
さ
れ
た
。
脅
迫
罪
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
は
規
定
が
あ
り
、
そ
れ
を
範
と
し
て
草
案
が
作
成
さ
れ
た
。
脅
迫
罪
の
法
定

化
に
関
し
て
罪
の
重
さ
に
影
響
を
与
え
る
点
と
し
て
当
初
留
意
さ
れ
て
い
た
の
は
、
①
加
害
の
内
容
（
殺
人
・
闘
殴
・
財
産
へ
の
攻
撃
〔
放

火
〕）、
②
口
頭
・
文
書
の
区
別
、
③
脅
迫
に
よ
っ
て
相
手
方
に
要
求
（
強
令
）
し
た
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
恐
怖
の
程
度
の
判

断
は
裁
判
官
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
④
加
害
の
対
象
者
は
第
三
者
（
親
族
、
朋
友
）
も
あ
り
う
る
が
、
第
三
者
の
場
合
に
も
真
に
恐
怖
す
る

か
を
判
定
す
べ
き
だ
と
さ
れ
た
。
①
〜
④
に
関
す
る
具
体
的
な
議
論
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

1　

加
害
の
内
容

　
①
加
害
の
内
容
が
刑
の
重
さ
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
日
本
刑
法
草
案
起
草
時
に
お
い
て
、
放
火
す
る
と
告
知
し
た

場
合
の
法
定
刑
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
放
火
律
に
お
い
て
「
人
ノ
住
居
シ
タ
ル
家
屋
」
に
放
火

し
た
場
合
と
「
人
ノ
住
居
セ
サ
ル
家
屋
及
ヒ
他
ノ
財
産
」
に
放
火
し
た
場
合
と
で
法
定
刑
に
違
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
放
火
を
告
知
し
た

場
合
も
、
放
火
の
客
体
が
何
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
脅
迫
罪
の
法
定
刑
も
異
な
る
べ
き
だ
と
、
説
明
し
て
い
た
。
こ
の
議
論
を
受
け
て
、
日
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本
刑
法
草
案
校
正
第
一
案
か
ら
は
、「
人
ノ
住
居
シ
タ
ル
家
屋
」
等
に
放
火
す
る
と
脅
迫
し
た
場
合
は
、
人
を
殺
す
と
脅
迫
し
た
場
合
と

同
様
に
、
そ
れ
以
外
の
財
産
に
放
火
等
す
る
と
脅
迫
し
た
場
合
は
、
人
を
傷
害
等
す
る
と
脅
迫
し
た
場
合
と
同
様
に
扱
う
旨
の
規
定
が
作

成
さ
れ
）
23
（
た
。

2　

口
頭
に
よ
る
告
知
と
書
面
に
よ
る
告
知
の
区
別

　
②
口
頭
・
書
面
に
よ
る
告
知
が
刑
の
重
さ
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
日
本
人
委
員
と
で
理
解
に
隔

た
り
が
み
ら
れ
た
。
日
本
刑
法
草
案
第
一
）
24
（

稿
の
段
階
で
は
、
言
語
を
も
っ
て
人
の
殺
害
を
脅
迫
し
た
者
に
つ
い
て
三
月
以
上
一
年
以
下
の

自
由
刑
が
予
定
さ
れ
、
他
方
で
、
書
類
に
よ
る
脅
迫
の
場
合
は
、
六
月
以
上
二
年
以
下
の
自
由
刑
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
、「
言
語
と
書
類
と
で
刑
の
重
さ
が
変
わ
る
の
は
な
ぜ
か
、
言
語
に
よ
る
脅
迫
の
方
が
直
接
的
で
あ
る
」
と
い
う
質
問
が
な
さ
れ
、

刑
を
同
じ
く
し
て
裁
判
官
の
判
断
で
軽
重
を
つ
け
る
の
は
ど
う
か
と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
刑

の
重
さ
が
変
わ
る
の
は
謀
故
の
違
い
に
よ
る
の
で
あ
り
、
口
頭
の
脅
迫
は
喧
嘩
中
に
突
発
的
に
行
わ
れ
る
一
方
、
書
類
に
よ
る
脅
迫
は
計

画
的
に
行
わ
れ
、
か
つ
恐
怖
が
長
く
続
く
こ
と
が
あ
る
と
説
明
し
、
法
定
刑
の
区
別
を
維
持
す
る
べ
き
だ
と
発
言
し
て
い
た
。

　
加
え
て
、
第
二
）
25
（

稿
の
段
階
で
は
、
持
凶
器
脅
迫
の
場
合
と
書
面
に
よ
る
脅
迫
の
場
合
と
で
い
ず
れ
が
よ
り
重
い
刑
に
な
る
の
か
に
つ
い

て
も
議
論
さ
れ
た
。
持
兇
器
の
場
合
と
書
類
の
場
合
の
刑
の
軽
重
に
つ
い
て
は
、
持
兇
器
の
方
が
重
い
の
で
は
な
い
か
、
書
類
に
よ
る
脅

迫
は
一
等
を
加
重
し
、
持
兇
器
脅
迫
は
二
等
を
加
重
す
る
の
は
ど
う
か
と
い
う
質
問
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド

か
ら
は
、
持
兇
器
脅
迫
で
は
そ
の
場
で
の
恐
怖
の
程
度
が
大
き
く
、
書
類
に
よ
る
脅
迫
で
は
恐
怖
の
継
続
の
程
度
が
長
い
の
で
あ
り
、
両

者
の
犯
罪
の
重
大
さ
は
同
等
で
あ
る
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
日
本
刑
法
草
案
で
は
、
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
口
頭
・
文
書
と
い
う
態
様
に
よ
る
区
別
が
条
文
上
削
除
さ
れ
、
書
類
・

持
凶
器
に
よ
る
脅
迫
の
場
合
に
一
等
を
加
え
る
旨
の
規
定
が
作
成
さ
れ
）
26
（
た
。
そ
の
後
、
刑
法
草
案
審
査
局
で
の
修
正
を
経
た
刑
法
審
査
修



「脅迫の罪」の立法過程を素材にした一考察

7

正
案
で
は
、
書
類
に
よ
る
脅
迫
の
場
合
に
一
等
を
加
え
る
旨
の
規
定
が
削
除
さ
）
27
（
れ
、
こ
の
規
定
ぶ
り
が
旧
刑
法
に
ま
で
受
け
継
が
れ
た
。

3　

脅
迫
に
乗
じ
た
告
知
の
相
手
方
へ
の
要
求

　
③
脅
迫
に
乗
じ
た
告
知
の
相
手
方
へ
の
要
求
（
強
令
）
が
刑
を
加
重
す
る
事
由
に
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
一
稿
の
段
階
ま
で
は
、

告
知
の
相
手
方
へ
の
財
物
の
求
索
（
要
求
）
や
、
す
る
に
及
ば
な
い
こ
と
の
強
令
を
行
っ
た
場
合
に
は
刑
が
二
倍
に
な
る
旨
の
定
め
が

あ
っ
）
28
（
た
。
こ
の
規
定
に
つ
い
て
は
、「
財
物
の
求
索
」
は
強
盗
、
恐
嚇
取
財
に
あ
た
り
、「
す
る
に
及
ば
な
い
こ
と
の
強
令
」
も
、
範
と
し

た
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
お
い
て
は
典
型
例
と
し
て
は
金
銭
を
送
付
さ
せ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
条
文
を
置
く
必
要
が
な
い

と
い
う
議
論
が
あ
り
、
こ
の
条
文
は
第
二
稿
の
段
階
か
ら
は
削
除
さ
れ
）
29
（
た
。

4　

加
害
の
対
象
者

　
④
加
害
の
対
象
者
に
は
第
三
者
も
あ
り
え
、
親
族
の
ほ
か
、「
朋
友
」、「
懇
親
の
人
」
も
当
た
り
う
る
と
、
第
一
案
及
び
第
二
稿
は
規

定
し
て
い
）
30
（
た
。
こ
の
規
定
ぶ
り
に
つ
い
て
は
、
日
本
人
委
員
鶴
田
皓
か
ら
、
第
一
案
及
び
第
二
稿
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
親
族
に
つ
い

て
は
法
律
に
定
め
が
あ
り
、
等
親
で
犯
罪
の
成
否
を
判
断
で
き
る
が
、
そ
れ
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
そ
の
判
断
が
難
し
い
と
し
て
、
加
害

の
対
象
者
を
親
族
に
限
定
す
る
意
見
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
第
一
案
の
段
階
に
お
い
て
は
、
そ
の
規
定
ぶ

り
が
恐
怖
の
程
度
に
よ
っ
て
犯
罪
の
成
否
が
判
断
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
親
族
の
場
合
で
も
関
係
性
が
薄
く
、
告
知
の
相

手
方
が
全
く
恐
怖
し
な
か
っ
た
場
合
は
、
犯
罪
は
不
成
立
だ
と
述
べ
る
一
方
で
、
朋
友
の
方
が
親
族
よ
り
も
関
係
が
厚
い
場
合
も
あ
る
と

し
て
、
親
族
以
外
の
第
三
者
も
加
害
の
対
象
者
に
含
め
る
方
針
で
い
た
。
し
か
し
、
第
二
稿
の
段
階
で
は
、
鶴
田
か
ら
の
意
見
を
受
け
入

れ
、
日
本
刑
法
草
案
で
は
最
終
的
に
、「
懇
親
ノ
人
」
と
い
う
文
言
は
削
除
さ
れ
）
31
（

た
。
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5　

そ
の
他
の
議
論

　
そ
の
ほ
か
、
日
本
刑
法
草
案
の
段
階
で
は
、
脅
迫
し
て
疾
病
又
は
自
死
に
至
ら
せ
た
及
び
戯
れ
に
脅
迫
し
て
疾
病
又
は
死
に
至
ら
せ
た

類
型
が
あ
っ
た
。
特
に
、
戯
れ
に
脅
迫
し
て
疾
病
又
は
死
に
至
ら
せ
た
類
型
に
つ
い
て
は
「
過
失
殺
傷
ノ
例
ニ
照
シ
テ
處
断
ス
」
と
さ
れ

て
い
た
が
、
日
本
刑
法
草
案
の
第
二
稿
の
段
階
に
お
い
て
、
鶴
田
か
ら
、
過
失
殺
傷
の
例
に
よ
る
こ
と
は
言
う
を
俟
た
な
い
の
で
あ
っ
て

こ
の
規
定
は
不
要
で
は
な
い
か
と
の
質
問
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
過
失
殺
傷
は
「
粗
愚
懈
怠
」
に
よ
る
場
合

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
戯
れ
で
も
殊
更
に
脅
迫
す
る
場
合
で
あ
り
、
事
例
と
し
て
異
な
る
の
で
こ
の
規
定
を
置
く
べ
き
だ
と
述
べ
た
。
た

だ
し
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
も
、
罪
の
性
質
は
過
失
殺
傷
と
類
似
し
て
お
り
、
注
意
規
定
で
あ
る
こ
と
は
認
め
て
い
た
。
そ
の
後
、
こ
れ
ら
の

類
型
に
関
す
る
規
定
は
、
刑
法
草
案
審
査
局
の
審
議
を
経
て
削
除
さ
れ
）
32
（
た
。

　
ま
た
、
親
告
罪
規
定
に
お
け
る
告
訴
権
者
は
、
日
本
刑
法
草
案
の
段
階
で
は
、「
脅
迫
ヲ
受
タ
ル
者
又
ハ
其
代
人
」
で
あ
っ
た
が
、
刑

法
草
案
審
査
局
の
審
議
を
経
て
、「
被
害
者
又
ハ
親
屬
」
に
修
正
さ
れ
）
33
（
た
。

6　

旧
刑
法
の
制
定
過
程
に
お
け
る
議
論
の
ま
と
め

　
以
上
の
議
論
を
ま
と
め
る
と
、
第
一
に
、
旧
刑
法
に
お
い
て
強
要
罪
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
強
要
行
為
が
全
く
想
定
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
脅
迫
に
乗
じ
て
要
求
す
る
行
為
が
当
初
処
罰
対
象
と
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
典
型
例
が
恐
喝
行
為
で

あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
削
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
恐
喝
行
為
以
外
の
強
要
に
つ
い
て
は
、
当
罰
性
は
認
め
ら
れ
る
が
、
脅

迫
罪
の
限
度
で
処
罰
す
る
と
い
う
態
度
決
定
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
当
時
、
意
思
活
動
の
自
由
は
さ
ほ
ど
重

視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
第
二
に
、
脅
迫
罪
の
成
立
範
囲
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、
意
思
決
定
や
意
思
活
動
に
関
す
る
「
自
由
」
と
い
う
文
言
は
、
明
示
的
に

は
出
て
こ
な
か
っ
た
。
他
方
で
、
日
本
刑
法
草
案
の
起
草
時
に
お
い
て
は
、
律
系
刑
法
で
は
脅
迫
致
死
傷
に
相
当
す
る
規
定
が
あ
っ
た
こ
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と
が
意
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
当
時
、
脅
迫
は
、
生
命
・
身
体
へ
の
危
険
を
有
す
る
行
為
だ
と
み
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
の
推
測
が
浮
か
ぶ
。
脅
迫
致
死
傷
の
規
定
は
、
最
終
的
に
成
文
化
し
な
か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
脅
迫
の
法
的
性
質
に
関
す
る
異

な
っ
た
見
方
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
く
、
過
失
殺
傷
の
規
定
で
カ
バ
ー
で
き
る
た
め
法
文
化
さ
れ
な
か
っ
た
だ
け
だ
と
も
解
し
う
る
。

起
草
時
に
お
い
て
、
告
知
の
相
手
方
が
現
実
に
畏
怖
し
た
こ
と
が
脅
迫
罪
の
成
立
要
件
と
さ
れ
て
い
た
点
に
つ
い
て
も
、
生
命
・
身
体
へ

の
危
険
を
認
め
る
た
め
に
現
実
の
畏
怖
が
要
求
さ
れ
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
第
三
に
、
旧
刑
法
に
お
い
て
既
に
、
加
害
の
対
象
者
は
、
告
知
の
相
手
方
本
人
と
そ
の
親
族
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
外
の
者

を
対
象
と
し
た
加
害
の
告
知
に
つ
い
て
当
罰
性
が
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
立
法
過
程
上
は
、
親
族
以
外
の
者
で
も
加

害
の
告
知
が
あ
れ
ば
、
親
族
の
場
合
に
劣
ら
ず
畏
怖
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
と
認
識
さ
れ
た
う
え
で
、
処
罰
対
象
の
類
型
を
明
確
に
す
る

た
め
に
、
法
文
上
親
族
に
限
定
さ
れ
た
と
理
解
で
き
る
。

㈡
　
旧
刑
法
規
定
に
関
す
る
議
論

　
続
い
て
、
旧
刑
法
下
の
学
説
に
お
い
て
、
以
上
の
経
緯
で
成
立
し
た
「
脅
迫
の
罪
」
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て

み
て
い
）
34
（

く
。

1　

保
護
法
益
・
罪
質

　
脅
迫
罪
の
保
護
法
益
・
罪
質
に
つ
い
て
は
、
人
の
平
安
を
害
す
点
に
着
目
す
る
見
）
35
（

解
や
、
権
利
の
安
全
に
対
す
る
心
理
の
平
和
（
法
規

の
保
護
力
に
対
す
る
個
人
の
主
観
的
信
）
36
（
頼
）
に
着
目
す
る
見
解
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
告
知
の
相
手
方
の
安
全
感
・
平
穏
に
着
目
す
る
も

の
と
理
解
で
き
る
。
他
方
で
、
罪
質
に
つ
い
て
は
、
自
由
に
対
す
る
罪
と
し
て
理
解
す
る
見
）
37
（

解
も
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
脅
迫
罪
は
予
防

処
分
で
あ
っ
て
、
住
居
を
犯
す
罪
と
同
じ
側
面
を
持
つ
と
い
う
説
）
38
（
明
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
告
知
さ
れ
た
害
悪
か
ら
の
保
護
に
着
目
し
て
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い
る
と
解
さ
れ
る
。

2　

脅
迫
の
意
義

　
脅
迫
の
意
義
に
つ
い
て
、
制
定
当
初
は
、
告
知
の
相
手
方
を
畏
怖
さ
せ
る
こ
と
が
必
須
だ
と
解
さ
れ
て
い
た
（
畏
怖
必
要
説
）。
例
え
ば
、

暴
行
と
は
腕
力
を
用
い
る
こ
と
で
あ
り
、
脅
迫
と
は
文
書
、
口
頭
に
よ
り
畏
怖
さ
せ
る
こ
と
だ
と
説
明
さ
れ
）
39
（

た
。
行
為
者
が
加
害
す
る
つ

も
り
で
も
、
相
手
が
畏
怖
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
告
知
内
容
を
達
成
す
る
能
力
も
必
要
と
さ
れ
）
40
（
た
。
こ
の
見
解
か
ら
は
、
豪
胆
な
者

や
幼
者
に
つ
い
て
、
畏
怖
が
な
い
場
合
は
、
脅
迫
罪
は
成
立
し
な
い
と
さ
れ
て
い
）
41
（

た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
後
、
畏
怖
不
要
説
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
見
解
で
は
、
脅
迫
と
は
害
悪
を
行
わ
ん
と
す
る
こ
と

を
通
知
す
る
所
為
だ
と
さ
れ
）
42
（
た
。
そ
し
て
、
畏
怖
を
要
求
し
な
い
理
由
と
し
て
は
、
豪
胆
な
者
に
つ
い
て
脅
迫
罪
が
成
立
し
な
い
の
は
妥

当
で
な
い
と
さ
れ
、
普
通
人
を
恐
怖
・
驚
愕
さ
せ
る
に
足
る
べ
き
行
為
で
よ
い
と
さ
れ
）
43
（
た
。
こ
の
見
解
か
ら
は
、
告
知
の
相
手
方
は
害
悪

の
通
知
を
理
解
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
例
え
ば
三
歳
児
は
告
知
の
相
手
方
た
り
得
な
い
）
44
（

が
、
告
知
の
相
手
方
が
真
に
恐
怖
し
た
こ

と
は
必
要
で
は
な
く
、
ま
た
、
行
為
者
の
加
害
の
意
思
が
告
知
の
相
手
方
に
了
知
さ
れ
て
既
遂
に
な
る
と
さ
れ
）
45
（
た
。
そ
し
て
、
手
段
は
形

容
の
ほ
か
言
語
文
書
を
も
っ
て
し
て
も
で
き
、
木
刀
に
銀
箔
を
張
っ
て
日
本
刀
に
見
せ
か
け
た
場
合
で
も
よ
い
と
さ
れ
た
が
、
一
方
で
、

行
為
者
は
告
知
の
相
手
方
が
恐
怖
す
る
と
思
惟
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
）
46
（
た
。

3　

加
害
の
内
容

　
加
害
の
内
容
に
つ
い
て
、
ま
ず
、「
殺
害
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
謀
殺
に
限
っ
て
挙
げ
る
見
解
と
謀
殺
故
殺
い
ず
れ
も
挙
げ
る
見
解

が
あ
っ
）
47
（

た
。
そ
し
て
、
一
項
と
二
項
の
刑
の
重
さ
の
違
）
48
（

い
は
、
畏
怖
の
程
度
の
違
い
に
よ
る
と
さ
れ
）
49
（

た
。

　
二
項
に
つ
い
て
は
、
規
定
上
挙
げ
ら
れ
て
な
い
害
（
財
産
の
窃
取
と
名
誉
侵
害
）
を
告
知
し
た
場
合
に
脅
迫
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
な
い
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理
由
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
財
産
の
窃
取
に
つ
い
て
は
、
窃
取
は
防
ぎ
や
す
く
告
知
し
て
も
相
手
方
が
畏
怖
し
な
い
か
ら
と
さ
れ
て
い
）
50
（
る
。

ま
た
、
名
誉
に
つ
い
て
、
当
時
の
学
説
で
は
、
名
誉
も
加
害
内
容
に
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
が
（
金
を
く
れ
な
け
れ
ば
、
醜
行
を
暴
露
す
る
）、

現
実
に
加
害
を
実
行
す
れ
ば
名
誉
毀
損
が
成
立
し
う
る
の
に
加
え
て
、
財
産
な
ど
と
比
べ
て
有
形
的
な
害
で
な
く
事
後
的
に
回
復
し
う
る

か
ら
規
定
す
る
必
要
は
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
）
51
（
た
。

4　

持
凶
器

　
旧
刑
法
に
は
、
持
凶
器
脅
迫
の
場
合
に
、
一
等
を
加
重
す
る
旨
の
規
定
が
あ
っ
た
。
こ
の
規
定
に
お
け
る
凶
器
と
は
、
殺
傷
す
る
に
足

る
物
）
52
（
件
、
生
命
身
体
を
毀
損
す
る
目
的
で
製
造
さ
れ
、
目
的
の
達
成
に
適
合
し
た
器
）
53
（
具
等
と
定
義
さ
れ
た
。
加
重
根
拠
に
つ
い
て
は
、
告

知
の
相
手
方
が
抱
く
恐
れ
の
大
き
さ
が
違
う
た
め
に
、
加
重
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ
）
54
（
た
ほ
か
、
畏
怖
の
程
度
で
は
な
く
、
凶
器
の
危
険
性
に

着
目
し
て
、
加
重
根
拠
を
説
明
す
る
見
）
55
（
解
も
あ
っ
た
。

　
凶
器
を
「
持
つ
」
と
は
、
手
に
持
つ
こ
と
で
あ
り
、
携
帯
（
旧
刑
法
一
七
一
条
〔
凶
器
等
の
物
品
を
携
帯
し
た
昼
間
の
住
居
侵
入
〕
等
）
と
は

区
別
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ
）
56
（
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
手
に
持
っ
た
場
合
に
告
知
の
相
手
方
の
畏
怖
の
程
度
が
大
き
く
な
る
こ
と
が
挙
げ

ら
）
57
（

れ
、
ま
た
、
兵
卒
は
凶
器
を
携
帯
し
て
い
る
が
、
そ
の
者
の
脅
迫
が
全
て
加
重
さ
れ
る
の
は
妥
当
で
な
）
58
（

い
と
も
述
べ
ら
れ
た
。

5　

親
族
（
親
屬
）

　
旧
刑
法
に
お
け
る
加
害
の
対
象
者
も
本
人
と
そ
の
親
族
（
法
文
上
は
、
親
屬
）
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
親
族
に
つ
い
て
は
、
旧
刑
法
一
一

四
条
及
び
一
一
五
）
59
（
条
に
定
義
規
定
が
あ
り
、
そ
の
規
定
に
従
っ
て
判
断
す
る
と
説
明
さ
れ
た
。
親
族
も
加
害
の
対
象
者
に
含
ま
れ
る
理
由

と
し
て
は
、
自
己
と
同
じ
よ
う
に
畏
怖
す
る
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
）
60
（

た
。

　
そ
の
上
で
、
親
族
以
外
に
も
師
匠
や
恩
人
朋
友
に
つ
い
て
加
害
の
対
象
者
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。
師
匠
や
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恩
人
朋
友
に
つ
い
て
も
、
生
じ
る
畏
怖
の
点
で
は
差
は
な
い
か
ら
、
規
定
を
改
正
す
べ
き
と
す
る
見
）
61
（
解
と
、
親
族
と
そ
の
ほ
か
の
他
人
で

は
脅
迫
を
受
け
た
際
の
感
覚
が
異
な
る
と
す
る
見
）
62
（

解
が
あ
っ
た
。

6　

告
訴
権

　
旧
刑
法
で
は
、
脅
迫
罪
は
親
告
罪
と
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
恐
怖
を
抱
く
か
ど
う
か
、
そ
の
程
度
は
人
に
よ
っ
て
異
な
る

か
ら
、
告
訴
を
待
つ
こ
と
と
し
た
と
解
さ
れ
て
い
）
63
（
た
。
ほ
か
に
、
畏
怖
し
た
こ
と
が
公
表
さ
れ
る
と
、
告
知
の
相
手
方
の
臆
病
さ
を
公
に

表
示
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
と
い
う
理
由
も
挙
げ
ら
れ
て
い
）
64
（

た
。

　
以
上
の
説
明
は
、
主
に
畏
怖
必
要
説
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
不
要
説
か
ら
は
、
害
の
実
行
・
発
生
の
有
）
65
（
無
に
つ
い
て
の
判
断
や
心
理
の

平
和
の
侵
害
が
あ
る
と
感
じ
る
か
ど
う
か
が
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
）
66
（
た
。

7　

西
欧
刑
法
学
者
の
反
応

　
旧
刑
法
に
対
し
て
は
、
西
欧
の
諸
刑
法
学
者
が
論
評
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
ベ
ル
ナ
ー
（Arbert Friedrich Berner

）
は
、
旧

刑
法
の
脅
迫
罪
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
）
67
（

た
。
す
な
わ
ち
、
脅
迫
を
処
罰
す
べ
き
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
①
放
火

等
、
公
共
に
危
害
が
生
じ
る
旨
を
脅
迫
し
公
共
の
平
安
を
妨
害
す
る
こ
と
、
②
殺
傷
等
を
行
う
と
脅
迫
し
個
人
の
平
安
を
妨
害
す
る
こ
と
、

③
脅
迫
そ
れ
自
体
が
（
他
罪
の
一
部
と
し
て
）
犯
罪
を
構
成
す
る
こ
と
、
の
三
つ
で
あ
る
が
、
犯
罪
の
予
備
行
為
で
す
ら
概
ね
罰
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
の
で
、
犯
罪
を
行
う
と
脅
迫
し
た
だ
け
で
は
罰
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
脅
迫
を
平
安
妨

害
の
罪
と
し
て
罰
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
が
必
要
か
が
重
要
で
あ
り
、
旧
刑
法
三
二
六
条
な
い
し
三
二
九
条
が
そ
れ
を
定
め
て
い

る
が
、
三
二
八
条
は
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
親
族
へ
の
加
害
を
告
知
し
た
場
合
に
三
二
六
条
又
は
三
二
七
条
を
適
用
す
る

の
は
論
ず
る
ま
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
脅
迫
罪
が
親
告
罪
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
②
個
人
の
平
安
を
妨
害
す
る
場
合
に
は
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妥
当
す
る
が
、
①
公
共
の
平
安
と
い
う
利
益
が
害
さ
れ
る
場
合
は
、
被
脅
迫
者
が
い
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
、
官
吏
の
職
権
を
持
っ
て
罪

を
糺
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
三
二
六
条
に
つ
い
て
は
、
決
水
す
る
旨
の
脅
迫
を
し
た
場
合
を
加
え
る
な
ど
、
類
型
を
補
充
す
べ
き

で
あ
）
68
（
る
。

　
以
上
か
ら
は
、
ベ
ル
ナ
ー
が
公
共
の
平
安
の
保
護
を
重
視
し
て
い
た
と
読
み
取
れ
る
。
公
共
の
平
安
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
ル
ー
ド
ル

フ
（O

tto Rudorff
）
も
指
摘
を
加
え
て
お
り
、
旧
刑
法
上
の
親
告
罪
規
定
の
た
め
に
、
脅
迫
に
よ
り
公
共
の
安
寧
を
危
う
く
す
る
こ
と
を

防
ぎ
き
れ
な
い
と
述
べ
て
い
）
69
（
た
。

8　

旧
刑
法
下
の
議
論
の
ま
と
め

　
以
上
の
議
論
に
つ
い
て
、
現
在
の
議
論
に
示
唆
を
与
え
う
る
点
を
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
、
保
護
法
益
・
罪
質
に
つ
い
て
は
、
人
の
平
安

や
権
利
の
安
全
に
対
す
る
心
理
の
平
和
と
い
う
理
解
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
平
穏
・
安
全
感
に
親
和
的
な
も
の
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

ま
た
、
自
由
と
い
う
点
に
着
目
す
る
見
解
も
あ
っ
た
が
、
他
方
で
、
脅
迫
罪
を
害
悪
の
発
生
の
事
前
予
防
の
た
め
の
犯
罪
と
し
て
理
解
す

る
捉
え
方
も
あ
っ
た
。
こ
の
捉
え
方
は
、
持
凶
器
脅
迫
の
加
重
根
拠
に
も
関
係
し
て
お
り
、
害
悪
発
生
の
事
前
予
防
の
強
い
必
要
性
を
持

凶
器
脅
迫
の
加
重
根
拠
と
さ
れ
た
。

　
第
二
に
、
脅
迫
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
告
知
の
相
手
方
の
現
実
の
畏
怖
を
要
求
す
る
畏
怖
必
要
説
が
多
数
で
あ
っ
た
が
、
不
要
説
も
主

張
さ
れ
た
。
不
要
説
の
主
張
は
、
脅
し
に
屈
し
な
い
屈
強
な
者
に
つ
い
て
脅
迫
罪
が
成
立
し
な
い
の
は
妥
当
で
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
も
っ
と
も
、
不
要
説
に
お
い
て
も
、
告
知
の
相
手
方
が
加
害
の
発
生
を
あ
り
う
る
と
認
識
し
た
こ
と
が
必
要
だ
と
さ
れ
た
。
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三
　
現
行
刑
法
起
草
時
の
議
論

㈠
　
明
治
二
三
年
草
案
ま
で
の
議
論

1　

旧
刑
法
の
修
正

　
旧
刑
法
制
定
直
後
か
ら
、
司
法
省
は
旧
刑
法
の
改
正
に
着
手
し
て
い
）
70
（
る
。
司
法
省
は
、
旧
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
案
と
全
部
を
改
正

す
る
案
を
作
成
し
た
が
、
そ
の
う
ち
の
全
部
改
正
案
で
は
、
法
定
刑
の
修
正
の
ほ
か
、
誹
謗
を
加
え
ん
と
脅
迫
し
た
場
合
も
処
罰
対
象
と

さ
れ
）
71
（
た
。
こ
の
全
部
改
正
案
は
、
明
治
一
六
年
、
参
事
院
に
下
付
さ
れ
、
同
法
制
部
の
部
会
議
に
お
い
て
修
正
が
施
さ
れ
た
が
、
そ
の
修

正
案
で
は
、
さ
ら
に
、
三
二
九
条
の
親
告
罪
規
定
に
つ
い
て
、
公
衆
に
対
す
る
脅
迫
を
行
っ
た
者
に
つ
い
て
は
告
訴
を
待
つ
必
要
が
な
い

旨
の
た
だ
し
書
が
付
さ
れ
）
72
（

た
。

　
こ
の
修
正
案
は
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
も
回
覧
さ
れ
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
誹
謗
す
る
旨
の
脅
迫
も
処
罰
対
象
と
す
る
点
に
つ
い
て
、
被
害

者
は
誹
謗
者
を
告
訴
す
れ
ば
、
身
体
の
損
傷
に
比
べ
て
容
易
に
害
悪
を
補
修
で
き
る
の
で
同
一
に
論
じ
る
の
は
適
当
で
な
い
と
す
る
意
見

を
示
し
て
い
た
。
ま
た
、
親
告
罪
規
定
の
修
正
に
対
し
て
は
、
公
衆
に
対
す
る
脅
迫
と
い
う
の
は
官
吏
が
警
察
権
を
行
う
場
合
し
か
想
定

で
き
ず
、
ど
の
よ
う
な
場
合
を
い
う
か
分
か
ら
な
い
と
述
べ
て
い
）
73
（

た
。

　
参
事
院
総
会
で
の
議
論
を
経
て
、
親
告
罪
規
定
（
旧
刑
法
三
二
九
条
）
に
「
但
公
衆
ニ
對
ス
ル
脅
迫
ハ
告
訴
ヲ
待
ツ
ノ
限
ニ
在
ラ
ス
」

と
い
う
た
だ
し
書
を
付
す
こ
と
が
提
示
さ
れ
た
改
正
案
が
、
参
事
院
か
ら
太
政
大
臣
に
上
申
さ
れ
）
74
（
た
。

2　

明
治
二
三
年
草
案

　
明
治
一
八
年
、
内
閣
制
度
の
創
設
に
伴
い
、
参
事
院
が
廃
止
さ
れ
た
。
翌
明
治
一
九
年
、
司
法
省
官
制
が
定
め
ら
れ
、
司
法
省
刑
事
局
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が
刑
法
に
関
す
る
事
項
及
び
そ
の
施
行
に
関
す
る
起
案
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
旧
刑
法
の
起
草
に
携
わ
っ
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
刑
法
改
正
の
機
運
が
高
ま
る
中
、
旧
刑
法
の
改
正
案
（
明
治
一
八
年
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草

案
）
を
作
成
し
、
奉
呈
し
た
。
司
法
省
は
こ
の
改
正
案
を
も
と
に
改
正
作
業
を
行
っ
）
75
（
た
。

　
ま
た
、
明
治
一
九
年
、
条
約
改
正
交
渉
と
の
関
連
で
、
外
務
省
に
法
律
取
調
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。
法
律
取
調
委
員
会
は
、
翌
明
治

二
〇
年
、
条
約
改
正
会
議
の
無
期
延
期
な
ど
に
よ
り
司
法
省
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
年
、
法
律
取
調
委
員
会
は
、
先
の
明
治

一
八
年
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
を
も
と
に
改
正
作
業
を
進
め
た
。
そ
の
後
、
明
治
二
三
年
に
は
刑
法
全
体
の
改
正
草
案
（
明
治
二
三
年
草

案
）
が
作
成
さ
れ
、
翌
二
四
年
の
第
一
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
）
76
（

た
。
こ
の
草
案
で
は
、
財
産
へ
の
加
害
に
つ
い
て
態
様
が
無
限
定
に
な

り
（
三
二
〇
条
二
項
）、
旧
刑
法
の
規
定
に
一
定
の
財
産
の
交
付
を
条
件
と
す
る
脅
迫
に
つ
い
て
一
等
を
加
重
す
る
規
定
（
三
二
一
条
一

項
）
を
付
け
加
え
、「
親
屬
」
を
「
他
人
」
に
変
更
す
る
と
い
う
修
正
が
な
さ
れ
て
い
）
77
（

た
。
こ
の
よ
う
な
修
正
は
、
旧
刑
法
の
規
定
に
つ

い
て
学
説
が
挙
げ
て
い
た
問
題
点
に
対
処
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
草
案
は
、
審
議
未
了
に
終
わ
っ
た
。

㈡
　
明
治
二
八
年
草
案
か
ら
三
五
年
草
案
ま
で
の
議
論

1　

明
治
二
八
年
草
案
及
び
三
〇
年
草
案

　
明
治
二
三
年
草
案
が
審
議
未
了
に
終
わ
っ
た
後
、
司
法
省
は
、
刑
法
改
正
審
査
委
員
会
を
置
き
、
改
正
案
の
立
案
及
び
審
査
に
当
た
ら

せ
る
こ
と
と
し
た
。
同
委
員
会
は
、
明
治
二
八
年
に
草
案
（
明
治
二
八
年
草
案
）
を
作
成
し
、
こ
の
草
案
を
各
裁
判
所
、
検
事
局
へ
送
付

し
、
こ
れ
に
対
す
る
意
見
を
求
め
た
。
そ
の
後
、
同
委
員
会
は
、
明
治
三
〇
年
、
明
治
二
八
年
草
案
に
対
す
る
意
見
を
踏
ま
え
て
明
治
二

八
年
草
案
を
修
正
し
た
改
正
案
（
明
治
三
〇
年
草
案
）
を
作
成
し
、
こ
の
草
案
は
、
社
会
一
般
に
公
表
さ
れ
た
。
明
治
三
〇
年
草
案
及
び

そ
の
も
と
と
な
っ
た
明
治
二
八
年
草
案
で
は
、「
脅
迫
の
罪
」
は
現
行
刑
法
の
規
定
に
よ
り
接
近
し
た
条
文
構
造
と
な
っ
て
い
）
78
（

た
。
こ
れ

ら
の
草
案
で
は
、「
脅
迫
の
罪
」
は
自
由
に
対
す
る
罪
（
第
二
編
第
一
二
章
）
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
二
三
年
草
案
か
ら
の
修
正
点
と
し
て
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は
、
①
加
害
の
内
容
が
網
羅
的
に
な
り
、
法
定
刑
の
区
別
が
な
く
な
っ
た
こ
と
、
②
持
凶
器
に
よ
る
加
重
規
定
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
、
③

現
在
の
強
要
罪
に
相
当
す
る
条
文
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
明
治
三
〇
年
草
案
に
つ
い
て
は
、
刑
法
改
正
審
査
委
員
の
解
説
書
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
脅
迫
罪
に
つ
い
て
、「
生
命
、
身
體
、
自
由
、

名
誉
又
ハ
財
産
ニ
對
シ
害
ヲ
加
ヘ
ン
ト
」
に
当
た
る
の
は
、
生
命
、
身
体
、
自
由
、
名
誉
又
は
財
産
に
対
す
る
罪
に
関
し
て
告
知
し
た
場

合
の
み
だ
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
放
火
の
告
知
や
強
姦
の
告
知
も
脅
迫
に
該
当
し
う
る
と
説
明
さ
れ
）
79
（

た
。
ま
た
、
強
要
罪
に
つ
い
て

は
、
新
設
の
理
由
と
し
て
、
暴
行
又
は
脅
迫
の
結
果
、
人
を
損
害
し
た
場
合
は
特
に
重
く
処
罰
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
た
。
そ

し
て
、
章
名
が
「
脅
迫
ノ
罪
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
強
要
罪
に
は
暴
行
の
場
合
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
適
当
で
な
い
の
で
、「
暴
行
及
ヒ

脅
迫
ノ
罪
」
と
す
べ
き
だ
と
説
明
さ
れ
）
80
（
た
。

2　

明
治
三
三
年
草
案
及
び
三
四
年
草
案

　
⑴
 
明
治
三
三
年
草
案

　
明
治
三
二
年
、
法
典
調
査
会
規
則
の
改
正
に
よ
り
、
司
法
省
法
典
調
査
会
の
任
務
が
、
民
商
法
及
び
そ
の
付
属
法
律
の
調
査
・
審
議
か

ら
、
改
正
条
約
の
実
施
に
対
応
し
て
法
体
制
を
補
修
す
る
こ
と
に
変
わ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
刑
法
改
正
作
業
の
主
体
は
法
典
調
査
会
第

三
部
（
以
下
「
法
典
調
査
会
」
と
い
う
）
と
な
っ
た
。

　
法
典
調
査
会
は
、
明
治
三
〇
年
草
案
を
原
案
と
し
て
、
改
正
作
業
を
進
め
、
明
治
三
三
年
に
草
）
81
（

案
（
明
治
三
三
年
草
案
）
を
作
成
し
た
。

こ
の
草
案
に
は
、
理
由
書
（
刑
法
改
正
案
参
考
書
）
が
付
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
理
由
書
で
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
）
82
（

た
。

❶
現
行
法
（
旧
刑
法
）
は
、
脅
迫
し
た
場
合
の
み
を
規
定
し
、「
脅
迫
シ
人
ヲ
シ
テ
義
務
ナ
キ
事
ヲ
行
ハ
シ
メ
又
ハ
行
フ
可
キ
權
利
ヲ
妨
害
シ
」
た
場

合
を
予
想
し
て
い
な
い
の
で
補
修
し
た
。
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❷
現
行
法
三
二
七
条
（
持
凶
器
脅
迫
）
は
犯
罪
の
情
状
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
必
要
な
い
の
で
削
除
し
た
。

❸
改
正
案
二
六
八
条
に
つ
い
て
、
脅
迫
の
方
法
の
列
挙
さ
れ
て
い
る
範
囲
が
現
行
法
で
は
狭
す
ぎ
る
た
め
、「
生
命
、
身
體
、
自
由
、
名
誉
又
ハ
財

産
」
と
し
た
。
二
項
は
現
行
法
三
二
八
条
と
同
一
の
趣
旨
で
あ
る
。

❹
改
正
案
二
六
九
条
は
、
現
行
法
で
は
こ
の
よ
う
な
条
文
を
欠
く
結
果
、
実
際
上
不
便
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
項

は
前
条
と
同
じ
理
由
で
設
け
た
の
で
あ
り
、
三
項
は
必
要
を
認
め
た
た
め
設
け
た
。

❺
改
正
案
二
七
〇
条
は
、
現
行
法
三
二
九
条
と
同
じ
規
定
で
あ
り
、「
親
屬
」
を
法
定
代
理
人
に
改
め
、
被
害
者
自
身
が
告
訴
で
き
な
い
場
合
は
、
民

法
等
の
規
定
に
よ
り
法
定
代
理
人
の
み
が
告
訴
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

　
⑵
　
明
治
三
四
年
草
案

　
明
治
三
三
年
草
案
は
、
刑
事
訴
訟
法
改
正
案
の
作
成
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
第
一
四
回
帝
国
議
会
へ
の
提
出
が
見
送
ら
れ
た
。

法
典
調
査
会
は
、
明
治
三
四
年
、
こ
の
改
正
案
に
さ
ら
に
修
正
を
加
え
整
理
し
た
草
案
（
明
治
三
四
年
草
）
83
（

案
）
を
作
成
し
、
政
府
は
こ
の

草
案
を
第
一
五
回
帝
国
議
会
に
提
出
し
た
。

　
本
草
案
に
も
理
由
書
（
刑
法
改
正
案
参
考
書
）
が
存
在
す
る
が
、
脅
迫
罪
及
び
強
要
罪
に
つ
い
て
の
理
由
説
明
は
明
治
三
三
年
草
案
と

同
じ
内
容
で
あ
っ
）
84
（
た
。

　
本
草
案
に
対
し
て
は
改
正
反
対
運
動
も
あ
り
、
貴
族
院
特
別
委
員
会
の
審
議
中
に
会
期
が
尽
き
閉
会
と
な
っ
た
た
め
、
本
草
案
は
議
会

を
通
過
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
本
草
案
は
、
法
典
調
査
会
か
ら
、
刑
事
訴
訟
法
草
案
と
と
も
に
全
国
の
裁
判
所
、
検
事
局
及
び
弁
護
士

会
に
送
付
さ
れ
、
法
典
調
査
会
は
、
本
草
案
に
対
す
る
意
見
書
の
提
出
を
求
め
た
。
そ
し
て
、
司
法
省
は
、
裁
判
所
等
か
ら
提
出
さ
れ
た

意
見
書
を
、『
刑
法
及
刑
事
訴
訟
法
意
見
書
』（
以
下
「
意
見
書
」
と
い
う
）
及
び
『
刑
法
及
刑
事
訴
訟
法
意
見
書
追
加
』（
以
下
「
意
見
書
追

加
」
と
い
う
）
と
し
て
ま
と
め
た
。
意
見
書
に
は
、
親
告
罪
規
定
に
つ
い
て
、
脅
迫
罪
の
み
を
親
告
罪
と
す
べ
き
で
あ
り
、
強
要
罪
に
つ
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い
て
は
告
訴
を
待
つ
必
要
は
な
い
と
い
う
意
見
が
あ
っ
）
85
（
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
①
強
要
罪
で
は
、
脅
迫
だ
け
で
な
く
暴
行
の
場
合
も

包
含
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
効
果
が
現
実
化
し
て
い
る
た
め
、
申
告
を
待
た
な
く
て
も
被
害
者
の
畏
怖
の
有
無
を
推
定
し
う
る
こ
と
、

及
び
②
脅
迫
の
場
合
は
被
害
者
が
後
難
を
恐
れ
て
告
訴
で
き
な
い
た
め
、
強
要
罪
を
親
告
罪
と
す
る
と
犯
人
が
制
裁
を
免
れ
る
弊
害
が
生

じ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
意
見
書
追
加
に
お
い
て
は
、
脅
迫
の
罪
全
体
に
つ
い
て
、
親
告
罪
規
定
を
削
除
す
べ
き
だ
と
す

る
意
見
が
あ
っ
）
86
（

た
。

　
法
典
調
査
会
は
、
こ
れ
ら
の
意
見
を
参
考
に
し
た
上
で
改
正
作
業
を
続
け
、
明
治
三
四
年
草
案
の
修
正
箇
所
を
「
刑
法
再
整
理
案
」
に

ま
と
め
た
。
そ
の
中
で
は
、
親
告
罪
規
定
（
二
六
二
条
）
の
削
除
す
る
旨
の
記
載
も
あ
っ
）
87
（

た
。
先
述
の
各
意
見
が
法
典
調
査
会
に
受
け
入

れ
ら
れ
た
と
理
解
で
き
る
。

3　

明
治
三
五
年
草
案

　
法
典
調
査
会
は
、
上
記
刑
法
再
整
理
案
を
も
と
に
、
改
正
案
（
明
治
三
五
年
草
案
）
を
作
成
し
、
こ
の
草
案
は
、
同
年
一
月
二
五
日
、

第
一
六
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
草
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
審
議
未
了
の
ま
ま
会
期
が
尽
き
た
た
め
、
議
会
を
通
過
し
な

か
っ
た
が
、
貴
族
院
に
お
い
て
内
容
に
関
す
る
実
質
的
な
議
論
が
な
さ
れ
）
88
（
た
。

　
ま
ず
、
明
治
三
四
年
草
案
か
ら
の
変
更
点
を
確
認
す
る
と
、
本
草
案
で
は
、
親
告
罪
規
定
が
削
除
さ
れ
）
89
（

た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
第
一

六
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た
理
由
書
で
は
、
現
行
法
（
旧
刑
法
）
で
は
脅
迫
罪
は
親
告
罪
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
罪
は
個
人
の
名
誉
に

関
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
公
の
秩
序
に
関
す
る
罪
で
あ
り
、
ま
た
、
親
告
罪
と
す
る
結
果
、
被
害
者
に
賠
償
を
不
当
に
む
さ
ぼ

ら
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
廃
止
し
た
と
説
明
さ
れ
て
い
）
90
（
た
。

　
そ
し
て
、
貴
族
院
刑
法
改
正
案
特
別
委
員
会
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
議
論
が
見
ら
れ
）
91
（

た
。

　
第
一
に
、
法
人
財
産
に
つ
い
て
、「
法
人
財
産
に
害
を
加
え
る
こ
と
を
告
知
し
た
場
合
に
成
立
す
る
か
、
他
人
で
あ
っ
て
も
親
族
で
あ
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れ
ば
成
立
す
る
の
だ
か
ら
、
法
人
財
産
に
つ
い
て
そ
の
代
表
者
を
脅
迫
し
て
も
成
立
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
質
問
が
、
菊
池

武
夫
委
員
か
ら
な
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
、
石
渡
敏
一
政
府
委
員
は
、
生
き
た
人
間
に
限
る
、
生
き
た
人
間
も
親
族
に
限
っ
て
い
る
と
説

明
し
た
。
菊
池
委
員
の
意
見
に
は
、
富
井
政
章
委
員
も
同
意
し
、「
人
ノ
」
と
い
う
文
言
の
削
除
が
提
案
さ
れ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
は
、「
人
ノ
」
と
い
う
文
言
が
な
い
と
、
誰
の
生
命
等
で
あ
っ
て
も
よ
く
な
る
の
で
、
二
項
が
不
要
に
な
る
と
い
う
説

明
が
倉
富
勇
三
郎
政
府
委
員
か
ら
あ
り
、
反
対
に
、
修
正
説
の
委
員
に
無
関
係
の
人
の
生
命
等
へ
の
害
の
告
知
の
場
合
も
本
罪
の
成
立
が

あ
っ
て
よ
い
の
か
を
尋
ね
た
。
菊
池
委
員
は
、
二
項
は
特
別
な
規
定
で
あ
る
か
ら
必
要
で
あ
る
と
述
べ
た
の
に
対
し
て
、
倉
富
政
府
委
員

は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
う
す
る
と
一
項
の
規
定
が
広
く
な
っ
て
重
複
す
る
部
分
が
生
じ
る
と
述
べ
た
。

　
他
方
で
、
富
井
委
員
は
、
二
項
も
削
除
し
、
無
関
係
の
他
人
へ
の
害
に
場
合
に
つ
い
て
は
、
畏
怖
心
が
生
じ
な
い
か
ら
脅
迫
と
な
ら
な

い
と
回
答
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
古
賀
廉
造
政
府
委
員
か
ら
、
畏
怖
心
が
生
じ
る
の
は
脅
迫
の
結
果
で
あ
っ
て
、
所
為
は
脅
迫
の
形

と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
の
で
本
罪
が
成
立
し
う
る
と
述
べ
ら
れ
た
。

　
菊
池
委
員
は
、
最
後
に
、「
人
ノ
」
を
削
除
し
て
も
意
味
は
変
わ
ら
な
い
と
説
明
し
て
、
採
決
に
入
っ
た
が
、
修
正
案
に
同
意
し
た
者

が
少
数
で
あ
っ
た
の
で
、
否
決
さ
れ
た
。

　
第
二
に
、「
信
用
」
に
害
を
加
え
る
旨
を
告
知
し
た
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
興
信
所
の
者
が
信
用
に
対
し
て
脅
迫
を
加

え
る
場
合
に
つ
い
て
、
改
正
案
は
不
成
立
と
い
う
趣
旨
か
と
い
う
質
問
が
出
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
石
渡
政
府
委
員
か
ら
、
そ
の
よ
う

な
場
合
、「
信
用
」
は
名
誉
に
関
し
な
い
限
り
、
脅
迫
に
当
た
ら
な
い
と
説
明
さ
れ
）
92
（

た
。

　
第
三
に
、「
害
ヲ
加
ヘ
」
る
と
い
う
文
言
と
「
危
害
ヲ
加
）
93
（

ヘ
」
と
い
う
文
言
の
表
記
を
統
一
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
示
さ
れ
た
（
菊

池
委
員
）。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
政
府
委
員
か
ら
は
、
両
者
の
意
味
は
異
な
ら
な
い
（
石
渡
政
府
委
員
）、
名
誉
に
対
し
て
「
危
害
」
は
少
し

適
当
で
な
い
の
で
、「
害
」
で
よ
い
（
倉
富
政
府
委
員
）
と
い
う
説
明
が
さ
れ
た
。
こ
の
修
正
案
は
、
賛
成
者
な
し
で
原
案
ど
お
り
可
決
し

た
。
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第
四
に
、
脅
迫
の
罪
で
あ
る
二
六
一
条
に
つ
い
て
、
脅
迫
と
無
関
係
な
暴
行
も
入
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
妥
当
で
は
な
い
の
で
は
な

い
か
と
、
菊
池
委
員
か
ら
指
摘
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
倉
富
政
府
委
員
か
ら
、
確
か
に
脅
迫
と
は
関
係
が
な
い
よ
う
で
は
あ
る
が
、

脅
迫
を
加
え
た
結
果
が
進
ん
だ
、
脅
迫
の
程
度
が
進
ん
だ
と
い
う
の
が
本
条
で
あ
る
と
説
明
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
修
正
案

も
出
さ
れ
ず
、
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
た
。

　
明
治
三
五
年
草
案
は
、
特
別
委
員
会
及
び
本
会
議
で
可
決
さ
れ
、
衆
議
院
に
送
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
）
94
（

が
、
衆
議
院
を
通
過
し
な

か
っ
た
。
そ
の
後
、
同
年
一
二
月
二
八
日
に
、
貴
族
院
可
決
修
正
案
を
基
に
作
成
さ
れ
た
草
案
が
第
一
七
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た
）
95
（
が
、

衆
議
院
の
解
散
に
よ
り
議
会
の
通
過
を
み
な
か
っ
た
。

㈢
　
明
治
三
五
年
草
案
以
降
の
議
論

1　

法
律
取
調
委
員
会
に
よ
る
起
草
作
業

　
明
治
三
五
年
草
案
が
提
出
さ
れ
た
第
一
七
回
帝
国
議
会
の
解
散
後
、
法
典
調
査
会
は
、
経
費
削
減
の
必
要
性
や
同
会
の
職
掌
事
項
の
大

半
が
終
了
に
近
づ
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
廃
止
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
明
治
三
九
年
、
司
法
省
内
に
貴
衆
両
院
議
員
、
学
者
及
び
弁
護
士
で
構

成
さ
れ
る
法
律
取
調
委
員
会
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
こ
れ
ま
で
の
改
正
案
を
基
礎
と
し
て
、
主
査
委
員
に
よ
り
修
正
事
項
を
調
査
さ

せ
、
そ
の
終
了
後
、
法
律
取
調
委
員
会
委
員
総
会
に
お
い
て
主
査
委
員
会
議
決
項
目
が
順
次
審
議
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
二
名
の
起
草
委

員
が
選
定
さ
れ
、
起
草
委
員
の
手
に
よ
り
改
正
案
（
起
草
委
員
案
）
が
作
成
さ
れ
）
96
（
た
。

　
起
草
委
員
案
で
は
、
脅
迫
罪
（
二
四
五
条
）
及
び
強
要
罪
（
二
四
六
条
）
の
規
定
内
容
に
つ
い
て
変
更
は
な
か
っ
た
が
、
章
名
が
「
脅

迫
及
ヒ
強
制
ノ
罪
」
へ
と
変
更
さ
れ
）
97
（
た
。
こ
れ
は
、
明
治
三
五
年
草
案
の
審
議
の
中
で
の
、
強
要
罪
の
性
質
が
脅
迫
罪
と
は
異
な
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
指
摘
を
踏
ま
え
た
修
正
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
起
草
委
員
案
の
こ
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
第
二
六
回
法
律
取
調
委
員

会
委
員
総
会
（
明
治
三
九
年
一
二
月
二
五
日
開
催
）
に
お
い
て
、
以
下
の
議
論
が
な
さ
れ
）
98
（

た
。
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第
一
に
、
章
名
の
脅
迫
を
「
強
迫
」
に
代
え
、「
強
制
」
を
削
る
案
（
岡
松
参
太
郎
委
員
）
及
び
章
名
を
「
脅
迫
ノ
罪
」
と
変
え
る
案

（
花
井
卓
藏
委
員
）
が
出
さ
れ
た
。
岡
松
案
は
少
数
（
六
名
）
否
決
さ
れ
た
が
、
花
井
案
は
賛
成
大
多
数
で
可
決
し
）
99
（

た
。

　
第
二
に
、
二
四
五
条
（
脅
迫
罪
）
の
法
定
刑
を
「
六
月
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
五
〇
圓
以
下
ノ
罰
金
」
に
改
め
、
か
つ
、
同
罪
を
親
告
罪
と

す
る
案
が
、
花
井
委
員
か
ら
出
さ
れ
た
。
こ
の
案
は
、
賛
成
者
な
し
で
否
決
さ
れ
た
。

　
第
三
に
、
二
四
六
条
に
つ
い
て
、「
暴
行
ヲ
用
ヒ
又
ハ
生
命
、
身
體
、
自
由
、
名
誉
若
ク
ハ
財
産
ニ
對
シ
害
ヲ
加
ヘ
ン
ト
脅
迫
シ
」
の

暴
行
と
脅
迫
の
順
序
を
入
れ
替
え
る
案
が
、
花
井
委
員
か
ら
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
他
に
異
議
が
な
く
、
原
案
が
可
決
さ
れ
た
。

　
そ
し
て
、
起
草
委
員
案
の
逐
条
審
議
が
済
ん
だ
後
、
起
草
委
員
会
が
改
正
案
に
つ
い
て
修
正
点
を
ま
と
め
た
整
理
）
100
（

案
に
つ
い
て
議
論
が

な
さ
れ
、
脅
迫
の
罪
に
つ
い
て
は
、
第
二
八
回
法
律
取
調
委
員
会
委
員
総
会
（
明
治
三
九
年
一
二
月
二
九
日
開
催
）
に
お
い
て
、
以
下
の
議

論
が
な
さ
れ
）
101
（
た
。

　
第
一
に
、
整
理
案
に
お
い
て
は
、
二
四
五
条
に
つ
い
て
、
一
項
の
「
人
ノ
」
を
削
除
し
、
ま
た
、
一
項
及
び
二
項
の
「
害
ヲ
加
ヘ
ン

ト
」
を
「
害
ヲ
加
フ
可
キ
コ
ト
ヲ
以
テ
人
ヲ
」
に
修
正
す
る
案
（
第
四
四
）
が
出
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
案
に
対
す
る
異
議
は
な
く
、
修

正
す
る
こ
と
が
可
決
し
た
。

　
第
二
に
、
整
理
案
で
は
、
二
四
六
条
に
つ
い
て
も
、
第
一
項
及
び
二
項
の
「
害
ヲ
加
ヘ
ン
ト
」
を
「
害
ヲ
加
フ
可
キ
コ
ト
ヲ
以
テ
人

ヲ
」
に
修
正
し
、「
暴
行
ヲ
用
ヒ
又
ハ
」
を
削
り
、
脅
迫
シ
の
下
に
「
又
ハ
暴
行
ヲ
用
ヒ
」
を
入
れ
る
修
正
す
る
案
（
第
四
五
）
が
出
さ

れ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
異
議
は
出
ず
、
整
理
案
が
可
決
し
た
。

2　

明
治
四
〇
年
草
案
と
そ
の
審
議

　
以
上
の
審
議
を
経
て
、
明
治
四
〇
年
二
月
二
日
、
法
律
取
調
委
員
会
が
作
成
し
た
改
正
案
（
明
治
四
〇
年
草
案
）
は
、
第
二
三
回
帝
国

議
会
に
提
出
さ
れ
）
102
（
た
。
本
草
案
の
「
脅
迫
の
罪
」
に
つ
い
て
は
、
１
で
見
た
明
治
三
五
年
草
案
に
対
し
て
挙
げ
ら
れ
た
修
正
点
が
全
て
反
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映
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
本
草
案
の
理
由
書
も
議
会
に
提
出
さ
れ
た
が
、
そ
こ
で
は
、
親
告
罪
規
定
を
廃
止
す
る
理
由
の
説
明
内

容
が
変
化
し
て
い
）
103
（

た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
三
五
年
草
案
の
理
由
書
で
は
、「
親
告
罪
と
す
る
結
果
、
被
害
者
に
賠
償
を
不
当
に
む
さ
ぼ
ら

さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
」
こ
と
が
理
由
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
明
治
四
〇
年
草
案
の
理
由
書
で
は
、「
被
害
者
が

恐
怖
し
て
告
訴
を
し
な
い
た
め
処
罰
で
き
な
い
場
合
が
多
い
こ
と
」
が
挙
げ
ら
れ
た
。

　
そ
の
後
、
明
治
四
〇
年
草
案
は
、
貴
族
院
に
お
い
て
修
正
可
決
さ
）
104
（

れ
、
衆
議
院
へ
送
ら
れ
）
105
（

た
。
衆
議
院
改
正
案
委
員
会
（
特
別
調
査
委

員
）
会
議
に
お
い
て
、
以
下
の
議
論
が
行
わ
れ
た
。

　
脅
迫
罪
に
つ
い
て
、
親
告
罪
規
定
を
存
置
す
べ
き
と
い
う
意
見
が
、
花
井
卓
藏
委
員
か
ら
出
）
106
（

た
。
花
井
委
員
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、

告
知
の
相
手
方
が
脅
迫
と
も
思
わ
な
い
、
な
ん
と
も
感
じ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
罪
と
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
、
告
知
の
相
手
方
の
心
意
状

態
を
基
礎
と
し
て
な
る
べ
き
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
倉
富
勇
三
郎
政
府
委
員
か
ら
は
、
被
害
者
が
後
難
を
恐
れ

て
申
告
で
き
な
い
た
め
、
非
親
告
罪
と
し
た
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
加
え
て
、
脅
迫
に
よ
り
申
告
す
る
自
由
も
拘
束
し
て
し
ま
う
実
例
が

多
く
あ
る
か
ら
非
親
告
罪
化
に
賛
成
す
る
と
い
う
意
見
も
出
た
（
中
西
六
三
郎
委
員
）。
採
決
で
は
、
存
置
す
べ
き
と
い
う
意
見
が
少
数
で

親
告
罪
規
定
を
削
除
す
る
原
案
が
可
決
し
た
。

3　

現
行
刑
法
起
草
時
の
議
論
の
ま
と
め

　
以
上
の
議
論
に
つ
い
て
、
現
在
の
議
論
に
示
唆
を
与
え
う
る
点
を
ま
と
め
る
と
、
第
一
に
、
保
護
法
益
・
罪
質
に
つ
い
て
は
、
現
行
刑

法
に
お
い
て
「
脅
迫
の
罪
」
は
自
由
に
対
す
る
罪
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
が
、
他
方
で
、
非
親
告
罪
化
の
文
脈
で
「
公
の
秩
序
に
関
す
る

罪
」
と
い
う
説
明
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
平
穏
を
保
護
法
益
と
す
る
考
え
方
と
親
和
的
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
脅
迫
の
意
義
に
つ
い
て
、
政
府
委
員
は
、
法
人
を
脅
迫
し
う
る
か
と
い
う
文
脈
で
は
あ
る
が
、
畏
怖
は
脅
迫
の
結
果
で
あ
り
、

脅
迫
の
行
為
の
み
を
も
っ
て
脅
迫
罪
が
成
立
す
る
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
た
。
こ
こ
に
、
旧
刑
法
下
に
お
け
る
畏
怖
不
要
説
の
継
承
を
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見
出
し
う
る
。

　
第
三
に
、
法
人
を
脅
迫
し
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
起
草
時
の
政
府
委
員
の
理
解
は
、
告
知
の
相
手
方
及
び
加
害
の
対
象
者
の
い
ず
れ
に

つ
い
て
も
、
自
然
人
に
限
ら
れ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。「
人
」
と
い
う
文
言
は
、
当
初
加
害
の
対
象
者
の
要
件
（
人
の
生
命
〜
に
害
を
加

え
ん
と
）
に
付
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
文
言
に
つ
い
て
、「
人
」
は
自
然
人
に
限
る
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
後
、

「
人
」
の
文
言
が
告
知
の
相
手
方
の
要
件
（
人
を
脅
迫
し
）
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
告
知
の
相
手
方
に
つ
い
て
も
自
然

人
に
限
る
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
う
る
。

四
　
本
稿
の
ま
と
め

　
最
後
に
、
二
及
び
三
で
確
認
し
た
立
法
過
程
上
の
議
論
の
中
で
、「
脅
迫
の
罪
」
の
保
護
法
益
・
罪
質
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
部
分

に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
第
一
に
、
旧
刑
法
起
草
時
に
は
、
自
由
と
い
う
観
点
か
ら
の
説
明
は
み
ら
れ
ず
、
律
系
刑
法
が
威
逼
死
規
定
を
置
い
て
い
た
こ
と
を
出

発
点
と
し
て
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
脅
迫
を
禁
圧
す
る
根
拠
と
し
て
、
生
命
・
身
体
へ
の
危
険
が
意
識
さ
れ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
も
推
測
さ
れ
る
。

　
第
二
に
、
旧
刑
法
下
の
学
説
で
は
、
自
由
に
言
及
す
る
見
解
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
少
数
で
あ
っ
た
。
当
時
、
相
対
的
に
多
く
見
ら
れ

た
の
は
、
平
穏
・
平
安
に
着
目
す
る
見
解
で
あ
っ
た
が
、
告
知
さ
れ
た
害
悪
か
ら
の
保
護
に
着
目
す
る
見
解
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
当
時
の

ド
イ
ツ
刑
法
学
者
は
、
旧
刑
法
へ
の
意
見
を
示
す
中
で
、
脅
迫
罪
に
つ
い
て
、
公
共
の
平
安
の
保
護
を
重
視
す
る
姿
勢
を
明
ら
か
に
し
て

い
た
。

　
第
三
に
、
現
行
刑
法
で
は
「
脅
迫
の
罪
」
は
自
由
に
対
す
る
罪
の
一
類
型
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
起
草
時
に
、
保
護
法
益
と
し
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て
ど
の
よ
う
な
自
由
が
想
定
さ
れ
て
い
た
か
は
判
然
と
し
な
い
。
特
に
、
脅
迫
罪
の
非
親
告
罪
化
は
、
脅
迫
の
罪
の
改
正
に
お
け
る
大
き

な
変
更
点
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
関
す
る
議
論
の
中
で
、
立
案
担
当
者
は
、
脅
迫
罪
が
「
公
の
秩
序
に
関
す
る
罪
」
で
あ
る
こ
と
に
着
目

し
て
い
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
脅
迫
罪
に
つ
い
て
平
穏
・
秩
序
の
保
護
が
、
禁
圧
の
根
拠
と
し
て
多
々
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
旧
刑
法
下
に
お
け
る
こ

の
見
解
の
論
者
の
顔
ぶ
れ
や
、
当
時
の
ド
イ
ツ
刑
法
学
者
が
平
安
の
保
護
に
言
及
し
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、

ド
イ
ツ
刑
法
学
の
影
響
の
下
で
こ
の
見
解
が
主
張
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
当
時
の
外
国
刑
法
の
議
論
も

参
照
し
つ
つ
検
討
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
本
稿
で
は
、
現
行
刑
法
制
定
後
の
立
法
過
程
（
大
正
一
五
年
の
暴
力
行
為
等
処
罰
法
の
成
立
及
び

脅
迫
罪
の
法
定
刑
の
変
）
107
（
更
）
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

（
1
）  

大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
各
論
）〔
第
三
版
増
補
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
五
）
六
七
頁
、
井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
各
論
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一

六
）
一
二
三
頁
等
。

（
2
）  

山
中
敬
一
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕』（
成
文
堂
・
二
〇
〇
九
）
一
一
四
頁
以
下
、
前
田
雅
英
『
刑
法
各
論
講
義
（
第
七
版
）』（
東
京
大
学
出
版

会
・
二
〇
二
〇
）
七
八
頁
等
。
さ
ら
に
、
平
穏
・
安
全
感
を
、
意
思
活
動
に
お
い
て
他
か
ら
脅
か
さ
れ
な
い
利
益
と
捉
え
る
も
の
と
し
て
、
辰
井

聡
子
「『
自
由
に
対
す
る
罪
』
の
保
護
法
益
」
岩
瀬
徹
＝
中
森
喜
彦
＝
西
田
典
之
編
集
代
表
『
町
野
朔
先
生
古
稀
記
念
　
刑
事
法
・
医
事
法
の
新

た
な
展
開
　
上
巻
』（
信
山
社
・
二
〇
一
四
）
四
三
四
頁
。

（
3
）  

伊
東
研
祐
『
刑
法
講
義
各
論
』（
成
文
堂
・
二
〇
一
一
）
五
八
頁
以
下
、
曾
根
威
彦
『
刑
法
各
論
〔
第
五
版
〕』（
弘
文
堂
・
二
〇
一
三
）
五
二

頁
、
大
谷
實
『
刑
法
講
義
各
論
﹇
新
版
第
五
版
﹈』（
成
文
堂
・
二
〇
一
九
）
九
一
頁
等
。

（
4
）  

山
口
厚
『
刑
法
各
論
（
第
二
版
）』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
〇
）
七
三
頁
等
。

（
5
）  

松
原
芳
博
『
刑
法
各
論
』（
日
本
評
論
社
・
二
〇
一
六
）
七
八
頁
。

（
6
）  

山
口
・
前
掲
注
（
4
）
七
三
頁
等
。

（
7
）  

意
思
決
定
の
自
由
の
内
容
に
組
み
込
む
見
解
と
し
て
、
松
原
・
前
掲
注
（
5
）
七
八
頁
、
松
宮
孝
明
『
刑
法
各
論
講
義
﹇
第
五
版
﹈』（
成
文
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堂
・
二
〇
一
八
）
九
四
頁
以
下
。
西
田
典
之
＝
橋
爪
隆
補
訂
『
刑
法
各
論
〔
第
七
版
〕』（
弘
文
堂
・
二
〇
一
八
）
七
五
頁
も
、
脅
迫
罪
を
要
求
行

為
の
手
段
の
み
を
独
立
し
て
犯
罪
類
型
と
し
た
も
の
と
す
る
。
他
方
で
、
安
全
感
の
内
容
に
組
み
込
む
見
解
と
し
て
、
山
口
・
前
掲
注
（
4
）
七

三
頁
。

（
8
）  
例
え
ば
、
大
谷
・
前
掲
注
（
3
）
九
六
頁
。

（
9
）  
山
口
・
前
掲
注
（
4
）
七
七
頁
。

（
10
）  
松
原
・
前
掲
注
（
5
）
七
九
頁
。

（
11
）  

例
え
ば
、
西
田
＝
橋
爪
補
訂
・
前
掲
注
（
7
）
七
七
頁
。

（
12
）  

山
口
・
前
掲
注
（
4
）
七
五
頁
等
。

（
13
）  

例
え
ば
、
山
口
・
前
掲
注
（
4
）
七
八
頁
。

（
14
）  

松
原
・
前
掲
注
（
5
）
八
一
頁
。

（
15
）  

伊
東
・
前
掲
注
（
3
）
五
八
頁
以
下
、
曾
根
・
前
掲
注
（
3
）
五
二
頁
。

（
16
）  

松
澤
伸
「
法
人
に
対
す
る
脅
迫
・
強
要
罪
の
成
否
（
二
・
完
）」
早
稲
田
法
学
八
〇
巻
四
号
（
二
〇
〇
五
）
七
三
頁
以
下
。

（
17
）  

西
田
＝
橋
爪
補
訂
・
前
掲
注
（
7
）
七
五
頁
。

（
18
）  

日
本
近
代
刑
事
法
令
集
下
（
司
法
資
料
別
冊
第
一
七
号
）（
一
九
四
五
）
二
六
六
頁
参
照
。

（
19
）  

旧
刑
法
に
お
け
る
親
告
罪
に
つ
い
て
は
、
黒
澤
睦
「
明
治
初
期
の
告
訴
権
・
親
告
罪

―
刑
事
実
体
法
に
お
け
る
関
連
諸
規
定
の
概
観

―
」

富
大
経
済
論
集
第
五
二
巻
第
二
号
（
二
〇
〇
六
）
三
一
一
頁
以
下
参
照
。

（
20
）  

旧
刑
法
の
起
草
過
程
に
お
い
て
は
、
司
法
省
内
に
設
け
ら
れ
た
刑
法
編
纂
会
議
の
中
で
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
作
成
し
た
草
案
を
も
と
に
、
ボ
ア
ソ

ナ
ー
ド
と
日
本
人
委
員
と
の
議
論
が
行
わ
れ
、
そ
の
議
論
に
基
づ
い
て
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
修
正
案
を
起
草
す
る
と
い
う
手
順
を
何
回
か
経
て
、
日

本
刑
法
草
案
（
確
定
稿
）
が
作
成
さ
れ
た
。
日
本
刑
法
草
案
の
確
定
稿
が
太
政
官
に
上
申
さ
れ
た
後
、
本
草
案
を
前
提
に
、
刑
法
草
案
審
査
局
の

審
査
修
正
が
施
さ
れ
た
刑
法
審
査
修
正
案
が
完
成
し
、
こ
の
草
案
が
元
老
院
の
審
議
に
付
さ
れ
た
後
、
元
老
院
の
修
正
刑
法
案
が
上
奏
さ
れ
、
太

政
官
の
了
承
を
経
て
、
旧
刑
法
が
公
布
さ
れ
た
。
旧
刑
法
の
起
草
過
程
及
び
以
下
の
日
本
刑
法
草
案
作
成
過
程
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
西
原
春
夫

＝
吉
井
蒼
生
夫
＝
藤
田
正
＝
新
倉
修
編
『
旧
刑
法
〔
明
治
一
三
年
〕
⑴
』（
信
山
社
・
一
九
九
四
）
二
〇
頁
以
下
等
参
照
。

（
21
）  

日
本
刑
法
草
案
会
議
筆
記
に
記
さ
れ
た
議
論
に
つ
い
て
は
、
西
原
春
夫
＝
吉
井
蒼
生
夫
＝
藤
田
正
＝
新
倉
修
編
『
旧
刑
法
〔
明
治
一
三
年
〕

⑶
―
Ⅲ
』（
信
山
社
・
一
九
九
七
）
二
六
二
頁
以
下
参
照
。
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（
22
）  

石
井
紫
郎
＝
水
林
彪
校
注
『
法
と
秩
序
』（
岩
波
書
店
・
一
九
九
二
）
三
五
頁
、
二
六
一
頁
参
照
。

（
23
）  

校
正
第
一
案
に
つ
い
て
は
、
西
原
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
21
）
二
八
二
頁
以
下
参
照
。

（
24
）  

第
一
稿
三
九
二
条
で
は
、「
言
語
ヲ
以
テ
脅
迫
シ
タ
ル
者
ハ
三
月
以
上
一
年
以
下
ノ
重
禁
錮
並
ニ
一
〇
圓
以
上
五
〇
圓
以
下
ノ
罰
金
ニ
處
ス
」

（
同
条
一
項
）、「
無
名
ノ
書
類
記
名
ノ
書
類
又
ハ
書
圖
ヲ
以
テ
脅
迫
シ
タ
ル
者
ハ
六
月
以
上
二
年
以
下
ノ
重
禁
錮
幷
ニ
二
〇
圓
以
上
一
〇
〇
圓
以

下
ノ
罰
金
ニ
處
ス
」（
同
条
二
項
）、「
二
人
以
上
ニ
テ
脅
迫
シ
タ
ル
者
ハ
前
二
項
ノ
区
別
ニ
従
ヒ
其
刑
ヲ
二
倍
ス
」（
同
条
三
項
）、「
脅
迫
ニ
附
加

シ
テ
財
物
ヲ
求
索
シ
又
ハ
爲
ス
ニ
及
ハ
サ
ル
ノ
事
ヲ
強
令
シ
若
ク
ハ
爲
ス
可
キ
ノ
ヿ
ヲ
禁
遏
ス
ル
者
ハ
前
項
ノ
刑
ニ
処
ス
。
但
求
索
シ
テ
財
ヲ
得

又
ハ
其
契
約
ヲ
爲
サ
シ
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
各
本
條
ニ
依
テ
處
断
ス
」（
同
条
四
項
）
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
西
原
春
夫
＝
吉
井
蒼
生
夫
＝
藤
田
正
＝

新
倉
修
編
『
旧
刑
法
〔
明
治
一
三
年
〕
⑵
―
Ｉ
』（
信
山
社
・
一
九
九
五
）
二
七
三
頁
以
下
。

（
25
）  

三
六
九
条
は
、「
人
ヲ
殺
サ
ン
ト
脅
迫
シ
又
ハ
其
居
住
ス
ル
家
屋
ニ
放
火
セ
ン
ト
脅
迫
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
左
ノ
例
ニ
照
シ
テ
處
断
ス
」
と
し
、
同

条
一
号
は
「
言
語
ヲ
以
テ
脅
迫
シ
タ
ル
者
ハ
二
月
以
上
一
年
以
下
ノ
重
禁
錮
並
ニ
五
圓
以
上
二
〇
圓
以
下
ノ
罰
金
ニ
處
ス
」、
同
条
二
号
は
、「
無

名
ノ
書
類
記
名
ノ
書
類
又
ハ
書
圖
肖
像
ヲ
以
テ
脅
迫
シ
タ
ル
者
ハ
三
月
以
上
一
年
半
以
下
ノ
重
禁
錮
幷
ニ
一
〇
圓
以
上
四
〇
圓
以
下
ノ
罰
金
ニ
處

ス
」
と
規
定
し
て
い
た
。
ま
た
、
三
七
一
条
は
「
言
語
ヲ
以
テ
脅
迫
ス
ル
ニ
當
リ
犯
人
兇
器
ヲ
持
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
本
刑
ニ
各
一
等
ヲ
加
フ
」
と
の

規
定
で
あ
っ
た
。
西
原
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
24
）
三
八
二
頁
。

（
26
）  

「
書
類
又
ハ
書
圖
肖
像
ヲ
以
テ
前
條
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
ハ
各
一
等
ヲ
加
フ
」（
三
六
五
条
一
項
）、「
兇
器
ヲ
持
シ
テ
犯
シ
タ
ル
者
亦
同
シ
」

（
同
条
二
項
）。
西
原
春
夫
＝
吉
井
蒼
生
夫
＝
藤
田
正
＝
新
倉
修
編
『
旧
刑
法
〔
明
治
一
三
年
〕
⑵
―
Ⅱ
』（
信
山
社
・
一
九
九
五
）
八
三
九
頁
。

（
27
）  

西
原
春
夫
＝
吉
井
蒼
生
夫
＝
藤
田
正
＝
新
倉
修
編
『
旧
刑
法
〔
明
治
一
三
年
〕
⑷
―
Ⅱ
』（
信
山
社
・
二
〇
一
六
）
二
六
六
頁
以
下
。

（
28
）  

第
一
稿
に
つ
い
て
、
西
原
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
24
）
二
七
三
頁
参
照
。

（
29
）  

西
原
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
24
）
三
八
二
頁
以
下
。

（
30
）  

第
一
案
に
お
け
る
四
条
三
項
は
、「
若
シ
親
屬
若
ク
ハ
朋
友
ニ
害
ヲ
被
ラ
シ
ム
ヘ
ク
脅
迫
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ニ
於
テ
其
脅
迫
ヲ
受
ケ
シ
者

ノ
恐
怖
シ
タ
ル
度
ヲ
監
定
ス
」
と
規
定
し
て
お
り
、
ま
た
、
第
二
稿
に
お
け
る
三
七
三
条
は
、「
親
屬
及
ヒ
懇
親
ノ
人
ニ
害
ヲ
被
ラ
シ
ム
ヘ
キ
事

ヲ
以
テ
脅
迫
シ
タ
ル
者
ハ
直
チ
ニ
本
人
ニ
對
シ
脅
迫
シ
タ
ル
ノ
罪
ト
同
シ
ク
前
數
條
ノ
ノ
例
ニ
照
シ
テ
處
断
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
。
西
原
ほ
か

編
・
前
掲
注
（
21
）
二
六
八
頁
。

（
31
）  

日
本
刑
法
草
案
三
六
六
条
は
、「
親
屬
ニ
害
ヲ
被
ラ
シ
ム
可
キ
事
ヲ
以
テ
脅
迫
シ
タ
ル
者
ハ
直
チ
ニ
本
人
ニ
對
シ
脅
迫
シ
タ
ル
ノ
罪
ト
同
ク
前

數
條
ノ
例
ニ
照
シ
テ
處
断
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
。
西
原
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
26
）
八
三
九
頁
。
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（
32
）  

西
原
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
27
）
二
六
六
頁
以
下
。

（
33
）  

西
原
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
27
）
二
六
六
頁
以
下
。

（
34
）  

脅
迫
の
罪
に
関
す
る
旧
刑
法
下
の
判
例
と
し
て
、
大
判
明
治
一
六
年
一
〇
月
三
〇
日
明
治
前
期
大
審
院
刑
事
判
決
録
二
四
巻
二
七
〇
頁
（
文
生

書
院
復
刻
版
、
原
典
五
四
巻
五
五
五
頁
）、
大
判
明
治
三
五
年
一
一
月
二
七
日
刑
録
八
輯
一
〇
巻
一
三
三
頁
等
が
あ
る
。

（
35
）  
高
木
豊
三
『
校
訂
刑
法
〔
明
治
一
三
年
〕
義
解
（
第
三
編
・
第
四
編
）』（
信
山
社
出
版
・
一
九
九
六
〔
一
八
八
二
〕）
九
〇
六
頁
。

（
36
）  
小
疇
傳
『
日
本
刑
法
論
各
論
』（
日
本
大
学
・
一
九
〇
四
）
六
六
四
頁
。
勝
本
勘
三
郎
『
刑
法
析
義
各
論
下
巻
』（
有
斐
閣
・
一
九
〇
〇
）
一
六

六
頁
以
下
も
同
旨
か
。

（
37
）  

江
木
衷
『
現
行
刑
法
原
論
』（
有
斐
閣
・
一
八
九
四
）
二
一
七
頁
以
下
（
巻
之
三
）。

（
38
）  

堀
田
正
忠
『
刑
法
釋
義
第
三
編
・
第
四
編
』（
信
山
社
出
版
・
二
〇
〇
〇
〔
一
八
八
三
〕）
二
六
九
頁
。
ま
た
、
亀
山
貞
義
『
刑
法
〔
明
治
一
三

年
〕
講
義
巻
之
二
』（
信
山
社
出
版
・
二
〇
〇
二
〔
一
八
九
八
〕）
四
七
三
頁
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
害
の
実
行
の
危
険
（
行
為
者
の
主
観
、
文
書
の

場
合
に
加
重
さ
れ
る
の
は
そ
の
意
思
が
明
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
）
に
着
目
さ
れ
た
が
、
わ
が
国
で
は
親
告
罪
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
被
害
者

の
主
観
（
内
心
の
恐
怖
）
に
着
目
さ
れ
て
い
る
と
い
う
説
明
し
て
い
た
。

（
39
）  

村
田
保
『
刑
法
註
釋
（
下
巻
）
巻
五
〜
巻
八
』（
信
山
社
出
版
・
二
〇
一
五
〔
一
八
八
〇
〕）
二
九
頁
（
巻
六
）、
高
木
・
前
掲
注
（
35
）
九
〇

六
頁
、
堀
田
・
前
掲
注
（
38
）
二
六
八
頁
、
宮
城
浩
藏
『
刑
法
〔
明
治
一
三
年
〕
講
義
〔
四
版
〕
第
二
巻
』（
信
山
社
出
版
・
一
九
九
八
〔
一
八

八
七
〕）
五
四
五
頁
、
亀
山
・
前
掲
注
（
38
）
四
七
四
頁
、
勝
本
・
前
掲
注
（
36
）
一
六
二
頁
以
下
（
行
為
者
も
恐
怖
す
る
こ
と
の
認
識
が
必
要

だ
と
す
る
）、
小
疇
・
前
掲
注
（
36
）
六
六
五
頁
。

（
40
）  

宮
城
・
前
掲
注
（
39
）
五
四
六
頁
。
脅
迫
罪
（
一
項
）
は
刑
が
軽
す
ぎ
る
と
し
て
い
た
。

（
41
）  

亀
山
・
前
掲
注
（
38
）
四
七
三
頁
。

（
42
）  

江
木
・
前
掲
注
（
37
）
二
一
八
頁
以
下
。
他
に
不
要
説
と
し
て
、
磯
部
四
郎
『
改
正
増
補
刑
法
〔
明
治
一
三
年
〕
講
義
下
巻
第
二
分
冊
』（
信

山
社
出
版
・
一
九
九
九
〔
一
八
九
三
〕）
九
四
一
頁
（
害
悪
の
告
知
＋
条
件
〔
例
と
し
て
、
〜
し
な
け
れ
ば
、
放
火
す
る
な
ど
〕
が
必
要
だ
と
し

て
い
た
）、
小
疇
・
前
掲
注
（
36
）
六
六
六
頁
以
下
。

（
43
）  

磯
部
・
前
掲
注
（
42
）
九
四
一
頁
。

（
44
）  

磯
部
・
前
掲
注
（
42
）
九
四
一
頁
、
江
木
・
前
掲
注
（
37
）
二
一
八
頁
以
下
。

（
45
）  

害
を
告
知
さ
れ
て
も
害
の
発
生
を
告
知
の
相
手
方
が
信
じ
ず
不
安
に
な
ら
な
い
場
合
は
、
未
遂
と
す
る
も
の
と
し
て
、
小
疇
・
前
掲
注
（
36
）
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六
六
六
頁
。
同
旨
、
磯
部
・
前
掲
注
（
42
）
九
四
二
頁
。

（
46
）  

江
木
・
前
掲
注
（
37
）
二
一
八
頁
以
下
。
な
お
、
行
為
者
の
達
成
能
力
が
不
要
だ
と
す
る
見
解
と
し
て
、
小
疇
・
前
掲
注
（
36
）
六
六
五
頁
。

（
47
）  

前
者
と
し
て
、
江
木
・
前
掲
注
（
37
）
二
一
八
頁
。
後
者
と
し
て
、
井
上
操
『
刑
法
〔
明
治
一
三
年
〕
述
義
第
三
編
（
上
）』（
信
山
社
出
版
・

一
九
九
九
〔
一
八
〇
〇
〕）
二
四
六
頁
。

（
48
）  
住
居
に
つ
い
て
は
現
に
人
が
住
居
し
て
い
る
家
屋
に
限
ら
れ
、
人
に
放
火
の
危
害
が
及
ぶ
よ
う
な
告
知
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、

暴
行
・
傷
害
だ
け
で
な
く
逮
捕
監
禁
や
わ
い
せ
つ
の
行
為
も
そ
の
他
の
暴
行
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
勝
本
・
前
掲
注
（
36
）
一
六
三
頁
以

下
。

（
49
）  

高
木
・
前
掲
注
（
35
）
九
〇
七
頁
。

（
50
）  

堀
田
・
前
掲
注
（
38
）
二
七
三
頁
。

（
51
）  

磯
部
・
前
掲
注
（
42
）
九
四
五
頁
以
下
。

（
52
）  

高
木
・
前
掲
注
（
35
）
九
一
五
頁
（
鉄
砲
な
ど
）。
勝
本
・
前
掲
注
（
36
）
一
六
七
頁
以
下
は
棍
棒
も
含
ま
れ
る
と
し
て
い
た
。

（
53
）  

小
疇
・
前
掲
注
（
36
）
六
六
七
頁
。
完
全
に
傷
害
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
述
べ
、
空
銃
や
木
刀
に
つ
い
て
は
当
た
ら
な
い
と
す
る
見
解
と
し
て
、

磯
部
・
前
掲
注
（
42
）
九
四
六
頁
以
下
。
他
方
で
、
凶
器
に
つ
い
て
刃
物
に
限
っ
て
挙
げ
る
見
解
と
し
て
、
亀
山
・
前
掲
注
（
38
）
四
七
五
頁
。

（
54
）  

村
田
・
前
掲
注
（
39
）
三
一
頁
（
巻
六
）、
堀
田
・
前
掲
注
（
38
）
二
七
七
頁
。

（
55
）  

宮
城
・
前
掲
注
（
39
）
五
四
八
頁
。

（
56
）  

井
上
・
前
掲
注
（
47
）
二
四
七
頁
以
下
（
陰
で
持
つ
場
合
は
、
畏
怖
の
程
度
が
大
き
く
な
い
か
ら
、
加
重
さ
れ
な
い
と
し
て
い
た
）。
ほ
か
に
、

村
田
・
前
掲
注
（
39
）
三
〇
頁
以
下
（
巻
六
）、
高
木
・
前
掲
注
（
35
）
九
一
五
頁
、
堀
田
・
前
掲
注
（
38
）
二
七
七
頁
以
下
。

（
57
）  

村
田
・
前
掲
注
（
39
）
三
一
頁
（
巻
六
）。
堀
田
・
前
掲
注
（
38
）
二
七
六
頁
以
下
。

（
58
）  

村
田
・
前
掲
注
（
39
）
三
〇
頁
以
下
（
巻
六
）。
持
っ
て
い
れ
ば
、
告
知
の
相
手
方
に
示
さ
な
く
て
も
、
凶
器
が
畏
怖
の
増
大
に
寄
与
し
て
い

る
な
ら
ば
、
加
重
可
能
と
す
る
も
の
と
し
て
、
堀
田
・
前
掲
注
（
38
）
二
七
七
頁
以
下
。

（
59
）  

織
田
純
一
郎
『
刑
法
註
釋
』（
信
山
社
出
版
・
二
〇
一
一
〔
一
八
八
〇
〕）
三
九
九
頁
以
下
、
高
木
・
前
掲
注
（
35
）
九
一
六
頁
、
堀
田
・
前
掲

注
（
38
）
二
七
九
頁
。

（
60
）  

高
木
・
前
掲
注
（
35
）
九
一
七
頁
以
下
、
堀
田
・
前
掲
注
（
38
）
二
七
九
頁
以
下
、
磯
部
・
前
掲
注
（
42
）
九
四
七
頁
。
加
え
て
、
身
寄
り
の

こ
と
は
、
自
身
も
間
接
的
に
恐
怖
す
る
か
ら
、
告
知
の
相
手
方
本
人
に
も
告
訴
権
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
織
田
・
前
掲
注
（
59
）
三
九
九
頁
以
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下
、
亀
山
・
前
掲
注
（
38
）
四
七
六
頁
。

（
61
）  

堀
田
・
前
掲
注
（
38
）
二
八
〇
頁
以
下
は
、
そ
も
そ
も
脅
迫
者
は
畏
怖
を
覚
え
な
い
人
間
へ
の
加
害
を
告
知
し
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
事
案
が

あ
っ
て
も
告
訴
が
さ
れ
な
い
と
し
て
い
た
。

（
62
）  
磯
部
・
前
掲
注
（
42
）
九
四
八
頁
は
、
改
正
草
案
（
後
掲
明
治
二
三
年
草
案
）
で
の
「
他
人
」
へ
の
変
更
に
つ
い
て
反
対
し
て
い
た
。

（
63
）  
高
木
・
前
掲
注
（
35
）
九
一
九
頁
以
下
、
堀
田
・
前
掲
注
（
38
）
二
八
二
頁
以
下
、
宮
城
・
前
掲
注
（
39
）
五
四
九
頁
、
亀
山
・
前
掲
注

（
38
）
四
七
七
頁
。

（
64
）  

勝
本
・
前
掲
注
（
36
）
一
六
八
頁
。

（
65
）  

磯
部
・
前
掲
注
（
42
）
九
四
八
頁
。

（
66
）  

小
疇
・
前
掲
注
（
36
）
六
六
八
頁
。

（
67
）  

内
田
文
昭
・
山
火
正
則
・
吉
井
蒼
生
夫
編
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕
⑴
―
Ⅰ
』（
信
山
社
出
版
・
一
九
九
五
）
四
八
七
頁
以
下
。

（
68
）  

ベ
ル
ナ
ー
自
身
の
修
正
案
の
三
二
六
条
一
項
で
は
、
決
水
の
ほ
か
、「
破
船
井
水
混
毒
剽
掠
荒
壊
」
が
加
害
の
内
容
に
付
加
さ
れ
て
い
た
。
内

田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
67
）
四
八
七
頁
。

（
69
）  

内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
67
）
五
一
八
頁
。

（
70
）  

改
正
作
業
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
67
）
四
頁
以
下
参
照
。

（
71
）  

こ
の
改
正
案
で
は
、
脅
迫
罪
の
法
定
刑
に
修
正
が
入
り
、
三
二
六
条
一
項
及
び
二
項
に
お
け
る
自
由
刑
の
上
限
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
年
及
び
六
月

に
引
き
上
げ
ら
れ
、
ま
た
、
持
凶
器
に
よ
る
加
重
（
三
二
七
条
）
の
等
級
が
二
等
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
67
）
一

四
〇
頁
以
下
。

（
72
）  

他
方
で
、
単
純
脅
迫
罪
の
法
定
刑
、
誹
謗
す
る
旨
の
脅
迫
が
処
罰
対
象
と
な
る
か
、
及
び
持
凶
器
の
加
重
等
級
に
関
し
て
は
旧
刑
法
の
規
定
が

維
持
さ
れ
た
。
内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
67
）
二
二
八
頁
。

（
73
）  

以
上
、
内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
67
）
四
六
七
頁
。

（
74
）  

内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
67
）
三
三
七
頁
以
下
、
四
二
二
頁
。

（
75
）  

明
治
一
八
年
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
草
案
及
び
司
法
省
改
正
案
に
お
け
る
「
脅
迫
の
罪
」
に
つ
い
て
は
、
内
田
文
昭
・
山
火
正
則
・
吉
井
蒼
生
夫
編

『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕
⑴
―
Ⅱ
』（
信
山
社
出
版
・
二
〇
〇
九
）
一
三
一
頁
以
下
、
一
八
六
頁
以
下
参
照
。

（
76
）  

本
草
案
の
脅
迫
の
罪
に
つ
い
て
は
、「
人
ヲ
殺
サ
ン
ト
脅
迫
シ
又
ハ
家
宅
ニ
放
火
セ
ン
ト
脅
迫
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
二
月
以
上
一
年
以
下
ノ
有
役
禁
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錮
及
ヒ
一
〇
圓
以
上
五
〇
圓
以
下
ノ
罰
金
ニ
處
ス
」（
三
二
〇
条
一
項
）、「
其
他
人
ノ
身
體
、
財
産
ニ
對
シ
害
ヲ
加
ヘ
ン
ト
脅
迫
シ
タ
ル
者
ハ
一

月
以
上
六
月
以
下
ノ
有
役
禁
錮
及
ヒ
五
圓
以
上
三
〇
圓
以
下
ノ
罰
金
ニ
處
ス
」（
同
条
二
項
）
と
の
規
定
が
あ
り
、
ま
た
、
続
い
て
三
二
一
条
は
、

「
左
ニ
記
載
シ
タ
ル
情
状
ア
ル
者
ハ
前
條
ノ
刑
ニ
一
等
ヲ
加
フ
」
と
し
、
同
条
一
号
に
、「
金
額
、
有
価
証
券
其
他
證
書
類
ヲ
交
付
セ
シ
ム
ル
ヲ
以

テ
條
件
ト
爲
シ
脅
迫
シ
タ
ル
ト
キ
」、
同
条
二
号
に
、「
兇
器
ヲ
携
帯
シ
テ
脅
迫
シ
タ
ル
ト
キ
」
を
掲
げ
て
い
た
。
そ
し
て
、
三
二
二
条
は
、「
他

人
ニ
害
ヲ
加
フ
可
キ
事
ヲ
以
テ
脅
迫
シ
タ
ル
者
ハ
本
人
ニ
害
ヲ
加
フ
可
キ
事
ヲ
以
テ
脅
迫
シ
タ
ル
ト
同
シ
ク
論
ス
」、
三
二
三
条
は
、「
脅
迫
ノ
罪

ハ
脅
迫
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ノ
告
訴
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
訴
追
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
の
規
定
で
あ
っ
た
。
内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
75
）
一
八
九
頁
以

下
、
川
端
博
『
宮
城
浩
藏
の
人
と
刑
法
思
想
』（
成
文
堂
・
二
〇
一
八
）
二
六
一
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
本
草
案
に
は
、
理
由
書
（
刑
法
草
案
説

明
書
）
が
付
さ
れ
て
い
た
が
、
脅
迫
の
罪
の
改
案
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
か
っ
た
。

（
77
）  

そ
の
ほ
か
に
は
、
①
刑
が
重
く
な
り
（
上
限
六
月
↓
一
年
）、
②
住
居
の
現
在
性
の
要
件
が
消
え
、
③
凶
器
の
「
携
帯
」
へ
変
更
し
、
④
告
訴

権
者
が
脅
迫
を
受
け
た
者
に
限
定
す
る
と
い
う
修
正
が
施
さ
れ
て
い
た
。

（
78
）  

明
治
三
〇
年
草
案
は
、
脅
迫
罪
に
つ
い
て
、「
人
ノ
生
命
、
身
體
、
自
由
、
名
誉
又
ハ
財
産
ニ
對
シ
害
ヲ
加
ヘ
ン
ト
脅
迫
シ
タ
ル
者
ハ
一
年
以

下
ノ
懲
役
又
ハ
百
圓
以
下
ノ
罰
金
ニ
處
ス
」（
二
八
二
条
一
項
）、「
親
族
ノ
生
命
、
身
體
、
自
由
、
名
誉
又
ハ
財
産
ニ
對
シ
害
ヲ
加
ヘ
ン
ト
脅
迫

シ
タ
ル
者
亦
同
シ
」（
同
条
二
項
）、
強
要
罪
に
つ
い
て
、「
暴
行
ヲ
用
ヒ
又
ハ
生
命
、
身
體
、
自
由
、
名
誉
若
ク
ハ
財
産
ニ
對
シ
害
ヲ
加
ヘ
ン
ト

脅
迫
シ
人
ヲ
シ
テ
義
務
ナ
キ
事
ヲ
行
ハ
シ
メ
又
ハ
爲
ス
可
キ
權
利
ヲ
妨
害
シ
タ
ル
者
ハ
三
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス
」（
二
八
三
条
一
項
）、「
親
族

ノ
生
命
、
身
體
、
自
由
、
名
誉
又
ハ
財
産
ニ
對
シ
害
ヲ
加
ヘ
ン
ト
脅
迫
シ
人
ヲ
シ
テ
義
務
ナ
キ
事
ヲ
行
ハ
シ
メ
又
ハ
爲
ス
可
キ
權
利
ヲ
妨
害
シ
タ

ル
者
亦
同
シ
」（
同
条
二
項
）、「
本
條
ノ
未
遂
罪
ハ
之
ヲ
罰
ス
」（
同
条
三
項
）
と
規
定
し
、
ま
た
、
二
七
〇
条
は
、「
本
節
ノ
罪
ハ
被
害
者
ノ
告

訴
ヲ
待
テ
之
ヲ
論
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
。
内
田
文
昭
・
山
火
正
則
・
吉
井
蒼
生
夫
編
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕
⑵
』（
信
山
社
出
版
・
一
九
九

三
）
一
七
五
頁
以
下
。
な
お
、
明
治
二
八
年
草
案
で
は
、
強
要
罪
の
条
文
上
の
文
言
が
「
行
フ
可
キ
權
利
」
で
な
く
、「
爲
ス
可
キ
權
利
」
と

な
っ
て
お
り
、
そ
の
他
の
変
更
点
は
な
か
っ
た
。

（
79
）  

中
島
晋
治
『
現
行
刑
法
對
比
改
正
刑
法
草
案
理
由
（
罪
名
編
）』（
法
政
学
舎
・
一
八
九
九
）
二
三
八
頁
。

（
80
）  

中
島
・
前
掲
注
（
79
）
二
三
九
頁
以
下
。

（
81
）  

明
治
三
三
年
草
案
は
、
脅
迫
罪
に
つ
い
て
、「
人
ノ
生
命
、
身
體
、
自
由
、
名
誉
又
ハ
財
産
ニ
對
シ
害
ヲ
加
ヘ
ン
ト
脅
迫
シ
タ
ル
者
ハ
一
年
以

下
ノ
懲
役
又
ハ
百
圓
以
下
ノ
罰
金
ニ
處
ス
」（
二
六
八
条
一
項
）、「
親
族
ノ
生
命
、
身
體
、
自
由
、
名
誉
又
ハ
財
産
ニ
對
シ
害
ヲ
加
ヘ
ン
ト
脅
迫

シ
タ
ル
者
亦
同
シ
」（
同
条
二
項
）、
強
要
罪
に
つ
い
て
、「
暴
行
ヲ
用
ヰ
又
ハ
生
命
、
身
體
、
自
由
、
名
誉
若
ク
ハ
財
産
ニ
對
シ
害
ヲ
加
ヘ
ン
ト
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脅
迫
シ
人
ヲ
シ
テ
義
務
ナ
キ
事
ヲ
行
ハ
シ
メ
又
ハ
行
フ
可
キ
權
利
ヲ
妨
害
シ
タ
ル
者
ハ
三
年
以
下
ノ
懲
役
ニ
處
ス
」（
二
六
九
条
一
項
）、「
親
族

ノ
生
命
、
身
體
、
自
由
、
名
誉
又
ハ
財
産
ニ
對
シ
害
ヲ
加
ヘ
ン
ト
脅
迫
シ
人
ヲ
シ
テ
義
務
ナ
キ
事
ヲ
行
ハ
シ
メ
又
ハ
行
フ
可
キ
權
利
ヲ
妨
害
シ
タ

ル
者
亦
同
シ
」（
同
条
二
項
）、「
本
條
ノ
未
遂
罪
ハ
之
ヲ
罰
ス
」（
同
条
三
項
）
と
規
定
し
、
ま
た
、
二
七
〇
条
は
、「
本
節
ノ
罪
ハ
被
害
者
又
ハ

其
法
定
代
理
人
ノ
告
訴
ヲ
待
テ
之
ヲ
論
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
。
内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
78
）
四
九
一
頁
以
下
参
照
。

（
82
）  
内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
78
）
五
七
七
頁
以
下
。

（
83
）  
内
田
文
昭
・
山
火
正
則
・
吉
井
蒼
生
夫
編
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕
⑶
―
Ⅰ
』（
信
山
社
出
版
・
一
九
九
四
）
五
六
頁
。
脅
迫
罪
（
二
六
〇

条
）
の
条
文
の
文
言
に
変
更
は
な
く
、
強
要
罪
（
二
六
一
条
）
に
つ
い
て
は
、
明
治
三
三
年
草
案
で
は
「
義
務
ナ
キ
事
」
と
記
載
さ
れ
て
い
た
の

が
、「
義
務
ナ
キ
コ
ト
」
と
な
っ
た
。
ま
た
、
親
告
罪
規
定
（
二
六
二
条
）
は
、「
本
罪
ノ
罪
ハ
告
訴
ヲ
待
テ
之
ヲ
論
ス
」
と
い
う
文
言
と
な
り
、

告
訴
主
体
に
関
す
る
記
載
が
な
く
な
っ
た
。

（
84
）  

内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
83
）
一
三
四
、
一
四
九
頁
。
告
訴
主
体
が
明
示
さ
れ
な
く
な
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
誰
が
告
訴
を
行
う
か
は
刑
事
訴

訟
法
及
び
民
法
の
規
定
に
よ
っ
て
定
ま
る
の
で
刑
法
上
は
明
示
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
説
明
さ
れ
て
い
た
。

（
85
）  

内
田
文
昭
・
山
火
正
則
・
吉
井
蒼
生
夫
編
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕
⑶
―
Ⅱ
』（
信
山
社
出
版
・
一
九
九
四
）
四
五
頁
。

（
86
）  

内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
85
）
二
〇
七
頁
。
そ
の
ほ
か
、
脅
迫
の
罪
に
お
け
る
「
脅
迫
」
は
、
強
盗
罪
と
同
じ
く
財
産
へ
の
加
害
を
含
ま
な
い

も
の
と
す
べ
き
と
の
意
見
及
び
強
要
罪
に
お
け
る
「
義
務
ナ
キ
コ
ト
」
の
「
コ
ト
」
は
「
事
」
と
す
る
べ
き
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

（
87
）  

そ
の
ほ
か
、
強
要
罪
（
二
六
一
条
）
に
あ
っ
た
文
言
の
「
コ
ト
」
を
「
事
」
に
改
め
、
二
六
一
条
三
項
の
「
本
條
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
る

こ
と
と
さ
れ
た
。
内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
83
）
三
八
七
頁
。

（
88
）  

内
田
文
昭
・
山
火
正
則
・
吉
井
蒼
生
夫
編
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕
⑷
』（
信
山
社
出
版
・
一
九
九
五
）
五
頁
等
以
下
参
照
。

（
89
）  

そ
の
ほ
か
、
強
要
罪
（
二
六
一
条
）
に
あ
っ
た
文
言
の
「
コ
ト
」
が
「
事
」
に
、
二
六
一
条
三
項
の
「
本
條
」
が
「
前
二
項
」
に
改
め
ら
れ
た
。

内
田
文
昭
・
山
火
正
則
・
吉
井
蒼
生
夫
編
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕
⑸
』（
信
山
社
出
版
・
一
九
九
五
）
五
四
頁
以
下
。

（
90
）  

内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
88
）
一
四
二
頁
以
下
。
第
一
七
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た
草
案
に
関
す
る
刑
法
改
正
案
参
考
書
に
お
い
て
も
同
様

の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
88
）
四
三
三
頁
。

（
91
）  

内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
88
）
五
三
八
頁
以
下
。

（
92
）  

内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
88
）
五
四
〇
頁
以
下
。

（
93
）  

明
治
三
五
年
草
案
の
二
七
三
条
（
強
盗
罪
）
は
、「
被
害
者
又
ハ
被
害
者
ニ
於
テ
救
護
ス
可
キ
者
ノ
生
命
、
身
體
、
自
由
、
名
誉
又
ハ
財
産
ニ
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對
シ
危
害
ヲ
加
ヘ
ン
ト
脅
迫
シ
テ
財
物
ヲ
強
取
シ
タ
ル
」
場
合
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
た
。
内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
88
）
五
五
頁
以
下
。

（
94
）  

貴
族
院
修
正
可
決
案
に
つ
い
て
は
、
内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
89
）
四
八
頁
以
下
参
照
。

（
95
）  

こ
の
草
案
に
つ
い
て
は
、
内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
89
）
三
四
四
頁
以
下
、
四
三
三
頁
以
下
参
照
。
規
定
及
び
理
由
説
明
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

第
一
六
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た
も
の
か
ら
変
更
点
は
な
か
っ
た
。

（
96
）  
経
緯
に
つ
い
て
は
、
内
田
文
昭
・
山
火
正
則
・
吉
井
蒼
生
夫
編
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕
⑹
』（
信
山
社
出
版
・
一
九
九
五
）
八
頁
以
下
参
照
。

（
97
）  
内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
96
）
一
四
五
頁
。

（
98
）  

内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
96
）
二
四
〇
頁
以
下
。

（
99
）  

明
治
三
九
年
一
二
月
二
八
日
付
け
の
、
各
法
律
取
調
委
員
会
委
員
へ
の
、
起
草
委
員
案
に
対
す
る
法
律
取
調
委
員
会
委
員
総
会
の
修
正
条
項
の

通
知
に
も
、「
及
ヒ
強
制
」
を
削
除
す
る
と
記
載
さ
れ
て
い
た
。
内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
96
）
一
〇
七
頁
。

（
100
）  

内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
96
）
九
二
頁
。

（
101
）  

内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
96
）
二
五
五
頁
。

（
102
）  

明
治
四
〇
年
草
案
は
、
脅
迫
罪
に
つ
い
て
、「
生
命
、
身
體
、
自
由
、
名
誉
又
ハ
財
産
ニ
對
シ
害
ヲ
加
フ
可
キ
コ
ト
ヲ
以
テ
人
ヲ
脅
迫
シ
タ
ル

者
ハ
一
年
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
百
圓
以
下
ノ
罰
金
ニ
處
ス
」（
二
二
三
条
一
項
）、「
親
族
ノ
生
命
、
身
體
、
自
由
、
名
誉
又
ハ
財
産
ニ
對
シ
害
ヲ
加

フ
可
キ
コ
ト
ヲ
以
テ
人
ヲ
脅
迫
シ
タ
ル
者
亦
同
シ
」（
同
条
二
項
）、
強
要
罪
に
つ
い
て
、「
生
命
、
身
體
、
自
由
、
名
誉
若
ク
ハ
財
産
ニ
對
シ
害

ヲ
加
フ
可
キ
コ
ト
ヲ
以
テ
脅
迫
シ
又
ハ
暴
行
ヲ
用
ヒ
人
ヲ
シ
テ
義
務
ナ
キ
事
ヲ
行
ハ
シ
メ
又
ハ
行
フ
可
キ
權
利
ヲ
妨
害
シ
タ
ル
者
ハ
三
年
以
下
ノ

懲
役
ニ
處
ス
」（
二
二
四
条
一
項
）、「
親
族
ノ
生
命
、
身
體
、
自
由
、
名
誉
又
ハ
財
産
ニ
對
シ
害
ヲ
加
フ
可
キ
コ
ト
ヲ
以
テ
脅
迫
シ
人
ヲ
シ
テ
義

務
ナ
キ
事
ヲ
行
ハ
シ
メ
又
ハ
行
フ
可
キ
權
利
ヲ
妨
害
シ
タ
ル
者
亦
同
シ
」（
同
条
二
項
）、「
前
二
項
ノ
未
遂
罪
ハ
之
ヲ
罰
ス
」（
同
条
三
項
）
と
規

定
し
て
い
た
。
内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
96
）
二
七
八
頁
。

（
103
）  

そ
の
他
の
点
は
、
明
治
三
三
年
草
案
の
理
由
説
明
❶
〜
❹
と
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
96
）
三
五
七
頁
以
下
。

（
104
）  

貴
族
院
修
正
可
決
案
に
つ
い
て
は
、
内
田
文
昭
・
山
火
正
則
・
吉
井
蒼
生
夫
編
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕
⑺
』（
信
山
社
出
版
・
一
九
九
六
）

五
〇
頁
参
照
。
脅
迫
の
罪
の
規
定
内
容
は
、
明
治
四
〇
年
草
案
と
変
わ
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

（
105
）  

明
治
四
〇
年
草
案
が
両
院
を
通
過
す
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
104
）
五
頁
以
下
参
照
。

（
106
）  

内
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
104
）
二
〇
九
頁
。

（
107
）  

刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
一
二
四
号
）
に
お
い
て
、
脅
迫
罪
の
法
定
刑
の
上
限
が
自
由
刑
一
↓
二
年
、
罰
金
刑
一
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〇
〇
↓
五
〇
〇
円
と
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
罰
金
の
額
等
の
引
上
げ
の
た
め
の
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
三

一
号
）
に
よ
り
、
同
罪
の
罰
金
刑
の
上
限
が
三
〇
万
円
に
改
め
ら
れ
た
。

山
田　

雄
大
（
や
ま
だ
　
ゆ
う
だ
い
）

所
属
・
現
職
　
信
州
大
学
社
会
基
盤
研
究
所
助
教
（
特
定
雇
用
）

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
日
本
刑
法
学
会

専
攻
領
域
　
　
刑
法

主
要
著
作
　
　  「
ド
イ
ツ
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
正
当
防
衛
の
防
衛
対
象
と
な
る
権
利
の
侵

害
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
一
五
号
（
二
〇
一
七
年
）


